
 

 

 

 

政 務 活 動 費 の 手 引 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年４月  

 

 

茨 城 県 議 会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《本手引の位置づけ》 

この手引は、政務活動費の使途の透明性を確保するとともに、適正な執行を

図るために作成された指針である。 

茨 城 県 議 会    

 



目   次 

 
１ 政務活動費の概要 -------------------------------------------------------------- １ 
 （１）政務活動費制度の経緯 -------------------------------------------------- １ 
 （２）政務活動費とは ----------------------------------------------------------- １ 
 （３）政務活動とは -------------------------------------------------------------- ２ 
 

２  政務活動費充当の基本原則及び経費の範囲等 -------------------------- ３ 
 （１）基本原則 --------------------------------------------------------------------３ 
 （２）経費の範囲 -----------------------------------------------------------------５ 
  （３）経費の範囲の留意点 -----------------------------------------------------７ 
      ①人件費（給与、各種手当、アルバイト賃金等） 
      ②事務所費（賃料、管理費等） 
      ③事務費（事務用品代、光熱水費、備品購入費、通信費、リース料等） 
      ④交通費（バス・電車代、タクシー代、高速料金、ガソリン代、宿泊費等） 
      ⑤視察・研修費（講師等謝礼、会場借上代、参加費、交通費、宿泊費等） 
      ⑥調査委託費（調査委託費等） 
      ⑦資料購入・作成費（書籍代、新聞・雑誌代、コピー代、印刷代等） 
    ⑧要請陳情等活動費（資料印刷費、通信費、交通費、宿泊費等） 
      ⑨会議費（講師等謝礼、会場借上代、会議茶菓代、交通費、宿泊費等） 
      ⑩グループ活動費（議員連盟等会費、視察参加費、交通費等） 
      ⑪広報紙（誌）発行費（原稿料、作成委託料、コピー代、印刷代等） 
      ⑫ホームページ作成・管理費（ホームページ・ブログ作成管理委託料等） 
      ⑬政策広報費（会場借上代、会議茶菓代、自動車リース代、交通費等） 
      ⑭会費（地域団体等が主催する会合の会費、年会費、交通費等） 
    ○その他の注意点      
 （４）政務活動費の充当が不適当な例 ---------------------------------- ３８ 
 



 
３ 政務活動費の事務手続 ----------------------------------------------------- ３９ 
  （１）交付対象  ---------------------------------------------------------------- ３９ 
 （２）交付額  ------------------------------------------------------------------- ３９ 
 （３）会派の届出  ------------------------------------------------------------- ３９ 
 （４）交付決定  ---------------------------------------------------------------- ３９ 
 （５）交付  ---------------------------------------------------------------------- ３９ 
 
４ 収支報告等 -------------------------------------------------------------------- ４０ 
 （１）収支報告書及び領収書等の提出  --------------------------------- ４０ 
 （２）収支状況報告書 ------------------------------------------------------ ４０ 
 （３）証拠書類等の整理保管（会派保管分）--------------------------- ４０ 
 （４）議長の調査  ------------------------------------------------------------ ４０ 
 （５）茨城県議会政務活動費調査等審査会  --------------------------- ４０ 
 （６）残余の返還  ------------------------------------------------------------ ４１ 
 （７）収支報告書等の保存及び閲覧、収支報告書のホーム 
    ページへの掲載  ------------------------------------------------------ ４１ 
 （８）政務活動の成果の公表  --------------------------------------------- ４１ 
 
５ 様式等  ----------------------------------------------------------------------- ４２ 
  ○各種様式及び記入例  ---------------------------------------------------- ４２ 
  ○会派が整理保管する証拠書類等について ------------------------- ７１ 
  ○地方自治法（抄） ------------------------------------------------------- ７２ 
  ○条例、施行規程及び要綱 ---------------------------------------------- ７３ 

○公職選挙法(抄) ----------------------------------------------------------- ８０ 



１ 政務活動費の概要 

 

（１）政務活動費制度の経緯 

①政務調査費 

    本県では、昭和４２年度から平成１２年度まで、地方自治法第 232 条

の 2 を根拠に、議会の会派に政務調査研究費補助金として補助を行って

いました。 

    平成１１年に地方分権一括法が成立し、本格的な地方分権の時代が到 

来、地方議員の役割が増大したことから、全国都道府県議会議長会は、 

地方分権の時代にあって地方議会が住民の負託に応えその役割を十分

に果たしていくためには議会を構成する議員の活動基盤の強化が不可

欠であるとして、国に対して、 

    ア 都道府県政調査交付金の支出根拠について位置づけを明確にする 

     こと 
    イ 地方公共団体が状況に応じ、自主的に条例で議員活動に必要な経 

     費（例えば文書通信費、事務所費など）を支給できるようにすること    

    と法改正を要望しました。 

     国は、地方議会の活性化を図るためにはその審議能力を強化していく 

ことが必要不可欠であり、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点か 

ら、地方議会における会派等に対する調査研究費等の助成を制度化する 

ため、地方自治法の一部を改正し、「調査研究に資するため必要な経費 

の一部として、会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができ 

る」と定め、平成１３年４月１日から施行しました。 

    地方自治法の一部が改正施行され、本県も「茨城県政務調査費の交付 

に関する条例」を制定し、同日に施行しました。 

    ②政務調査費から政務活動費へ 

「地方自治法の一部を改正する法律」が平成２４年９月５日に公布さ

れ、政務調査費については、その名称が「政務活動費」に、交付内容が

「調査研究その他の活動」に改められ、平成２５年３月１日から施行し

ました。本県も「茨城県政務調査費の交付に関する条例」を一部改正し、

同日に施行しました。  
（２）政務活動費とは 

   地方自治法の規定により制定された「茨城県政務活動費の交付に関する 
条例」に基づき、議会の議員の調査研究その他の活動に資するための必要 
な経費の一部として交付されるもので、議会における会派に対し、所属議 
員１人につき、月額３０万円が交付されます。 
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（３）政務活動とは 

   政務活動は、調査研究、研修、広報広聴、要請陳情、住民相談、各種会

議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動

その他の住民福祉の増進を図るための活動で、政党活動や後援会活動等及

び私的活動以外のものです。 

   なお、一概に定義することは困難であり、支出にあたっては政務活動費

の経費の範囲等を参考に、政務活動とそれ以外の活動等が混在する場合は

按分するなどして、社会通念上妥当なものであるよう慎重に取り扱う必要が

あります。 
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２ 政務活動費充当の基本原則及び経費の範囲等 

 

（１）基本原則 

 ア  政務活動費の充当範囲 

    会派又は議員の政務活動に要する経費に充当することができる。 

 

 イ  政務活動費の充当に当たっての原則 

  (ｱ)実費弁償・支出の確定時期について 

政務活動は、会派又は議員の自発的な意思に基づいて行われることから、 

政務活動費の充当は社会通念上妥当な範囲のものであり、政務活動に要した 

   費用の一部として実費弁償を基本とし、支出の確定時期は現金主義（支払主 

   義）とする。 

  (ｲ)不動産・備品等への支出について 

調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として充当される

ことから、不動産、自動車、高額な備品等の資産形成につながるおそれのあ

る支出に充てることはできない。 

  (ｳ)政務活動費の充当の按分の指針 

議員の活動は、政務活動のほか政党活動や後援会活動等及び私的活動など 

   様々な活動が混在しており、一つの活動でも政務活動とそれ以外の活動の両

面を有し渾然一体となっている場合も多い。 

このような場合、合理的に説明できる割合又は下表を上限とする割合で 

適切に按分するものとする。 

 

   【政務活動費を充当する場合の按分割合の上限】 

活動内容 政務活動費の按分割合の上限 

専ら政務活動の場合 全 部 

政務活動と政党活動や後援会活動等が混

在する場合 
１／２ 

政務活動と私的活動が混在する場合 １／２ 

政務活動と政党活動や後援会活動等及び

私的活動が混在する場合 
１／４ 

 

 ウ  証拠書類等の提出及び整理・保管について 

    会派は、収支報告書の提出に当たって、領収書（領収書の取得が困難な場合 
  は支払証明書等）を添付しなければならない。 

また、政務活動費は公費から交付されることから、その支出について会計帳 

    簿、証拠書類を整理保管しなければならない。 
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 エ  会派から議員への包括的委託手続きについて 

政務活動費は、条例により議会の会派に交付されるため、会派の所属議員 

  が個々に行う政務活動に充当するに当たっては、会派から所属議員に対して、 

  政務活動に関する包括的な委託を行っておくことが望ましい。 

 

 オ  公職選挙法との関係 

   公職選挙法の規定により、議員は、政治団体・親族を除き、選挙区内の者 

  に対し寄付を行うことはできない。 

寄付を制限 

される者 

禁止される寄付行為 禁止 

期間 
根拠法令 

寄付受領者 寄付の内容 

○公職にある者 

○公職の候補者 

○公職の候補者 

 になろうとす 

 る者 

 選挙区内に 
 ある者(政治

 団体・親族  
 を除く。） 

 寄付のすべて 

（選挙区内において、饗応接待が 

伴わない政治上の主義・施策普及 

のための講習会その他の政治教育 

のための集会に関し、必要やむを 

得ない実費の補償（食事を除く。） 

をすることはできる。） 

常時 
公職選挙法 

199条の2 

 

   ○飲食を伴う会議・会合等を開催する場合の留意点 

       政務活動の一環として飲食を伴う会議や会合等を行う場合には、十分 

   留意する必要がある。 

       
   
       
  
 

 

 

 

 

会議や会合、意見交換会、勉強会等での食事等の提供 

出席者 

通常程度を 

超える食事 

の提供 

通常程度の食事 湯茶、通常 

程度の茶菓 

の提供 

出席者の 

実費負担 
食事等の提供 

選挙区内 

にある者 
× ○ × ○ 

選挙区外 

にある者 
○ ○ ○ ○ 

 

   ○会費の留意点 

       政務活動の一環として、各種団体等が主催する会合等に参加する場合、 
「会費」以外の支出を行うことは、禁止された寄付に該当することになる。 
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（２）経費の範囲 

   県議会における政務活動費の経費の範囲は、次のとおり。 

 

分類 経費 内容 例示 

政
務
活
動
補
助
費 

人 件 費 

会派又は議員が政務活動の

ため雇用する職員及び臨時

職員等に要する経費 

給料、各種手当、アルバイト賃金、社

会保険料等 

事 務 所 費 

会派又は議員が政務活動の

ため設置する事務所の設置

及び維持に要する経費 

賃料、管理費、仲介手数料、礼金、政

務活動に必要な造作等 

事 務 費 

会派又は議員が政務活動の

ため設置する事務所におけ

る事務運営に要する経費 

事務用品代、光熱水費、備品購入費、

修理費、通信費、リース・保守料、運

搬費、インターネット接続経費、名刺

代、来客用茶菓代等 

交 通 費 

会派又は議員の政務活動に

要する日常的な交通費、宿

泊費等の経費 

バス・電車代、タクシー代、高速料金、

駐車場代、自動車リース代、ガソリン

代、宿泊費等 

調
査
・
政
策
立
案
費 

視察・研修費 

会派又は議員が政務活動の

ため行う視察・研修・講演

会等（共同開催を含む。）に

要する経費又は他団体等が

主催する視察・研修・講演

会等への議員等の参加に要

する経費 

講師等謝礼、会場・機器等借上代、通

訳・翻訳代、参加費、資料代、交通費、

宿泊費、食事代、通信費、バス借上代、

視察先入場料、視察先への土産代等 

調査委託費 

会派又は議員が政務活動の

ため行う外部団体等への調

査研究委託に要する経費 
調査委託費、翻訳料等 

資料購入・ 

作 成 費 

会派又は議員が議会審議や

政務活動のため行う図書等

の購入、利用等及び資料作

成に要する経費 

書籍代、新聞・雑誌購読料、CD-ROM 等

購入費、有料データベース代、コピー

代、印刷代、パネル代等 

要請陳情等 

活 動 費 

会派又は議員が政務活動の

ため行う要請陳情活動、住

民相談等に要する経費 

資料印刷費、通信費、交通費、宿泊費

等 

会 議 費 

会派又は議員が政務活動の

ため開催する会議、住民相

談会等に要する経費 

講師等謝礼、会場・機器等借上代、通

訳・速記代、会議に伴う茶菓代、食事

代、看板代、交通費等 

グ ル ー プ 

活 動 費 

会派又は議員が政務活動の

ため行う県政に関連する議

員連盟活動等に要する経費 

議員連盟等年会費、視察参加費、交通

費等 
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分類 経費 内容 例示 

広
報
広
聴
活
動
費 

広報紙(誌) 

発 行 費 

会派又は議員が政務活動の

ため行う広報紙(誌)等の作

成・発行に要する経費 

原稿料、作成委託料、デザイン代、写

真代、コピー代、印刷・製本代、はが

き代、新聞折込代、送料等 

ホームページ 

作成・管理費 

会派又は議員が政務活動の

ため行うホームページ・ブ

ログ等の作成・管理に要す

る経費 

ホームページ・ブログ作成管理委託

料、保守料等 

政策広報費 

会派又は議員が政務活動の

ため行う音声による広報広

聴活動に要する経費 

会場・機器等借上代、通訳・速記代、

会議に伴う茶菓代、看板代、機材費、

自動車リース代、道路使用許可申請手

数料、交通費等 

会 費 

会派又は議員が政務活動の

ため行う各種団体等が主催

する会合等への参加に要す

る経費 

地域団体等が主催する会合の会費、年

会費、交通費等 
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 （３）経費の範囲の留意点 

 

 

 

 ○政務活動補助費 

①人件費  
 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

 

  ②事務所費    
③事務費    

  ④交通費    
 

 ○調査・政策立案費 

⑤視察・研修費   １４ 

 １６ 

 １７ 

 １８ 

 １９ 
２０ 

 
⑥調査委託費  

 
⑦資料購入・作成費    
⑧要請陳情等活動費  

 
⑨会議費   

 
⑩グループ活動費   

 
 

 ○広報・広聴活動費 

⑪広報紙（誌）発行費    ２１ 

 ２２ 

 ２３ 

 ２４ 

 ２５ 

 
⑫ホームページ作成・管理費   

 
⑬政策広報費   

 
⑭会費   

 
  ○その他の注意点  
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経 費  人件費 
内 容 
 

 会派又は議員が政務活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する 
 する経費 

例 示  給料、各種手当、アルバイト賃金、社会保険料等 
 

政務活動費の支出に当たっての留意事項 
(1)対象となる職員等 
   ・常時雇用の職員及び一時雇用の臨時職員(アルバイト等） 
     ただし、配偶者、被扶養者、同居者など生計を一にする者への支出は、 
   原則好ましくない。 
 
(2)対象となる費用 

雇用主 対象となる費用 支払先 
 
会派又は議員 
 
 
 
 
 

○給料 
○賞与 
○各種手当 
（扶養手当、住居手当、通勤手当等） 
○臨時職員賃金 

 
 被雇用者本人 
 
 
 

○社会保険等のうち雇用主負担分 
（健康・介護・厚生年金保険料等） 

 年金事務所等 
 

 
会派又は議員 
以外の者 
 
 
 

○負担金等 
 
（雇用主と会派又は議員との間で締 
 結する協定等に基づく政務活動への
従事分に係る経費） 

 

 職員等の雇用主 
   
（会派又は議員が直接、 
当該職員等の雇用主とは
ならないため、経費の支
払先は雇用主となる。） 

 
(3)整理・保管すべき関係書類 
  ・雇用実態があり、政務活動に従事していることを客観的に示す書類を整理・

保管しなければならない。 
   《例》○雇用契約書(職員従事協定書)（５５ページ参照） 
       ○勤務実績表            （５７ページ参照） 
 
(4)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。     
 
 
 
 

職員等の従事実態 政務活動費として支出できる額  
 
 
 

 専ら政務活動の場合  経費の全額 
 政務活動と政党活動や後援会活
動等が混在する場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 

   ※合理的に説明できる割合の例 
      ・職員等の日々の勤務時間、具体的な勤務内容等を記載した書類や協定書等に 
       より政務活動への従事割合を按分する場合 
 
         按分割合(%) ＝      政務活動に従事した日数又は時間  
                             職 員 の 勤 務 日 数 又 は 時 間 
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経 費  事務所費 
内 容 
 

 会派又は議員が政務活動のため設置する事務所の設置及び維持に要す 
る経費 

例 示  賃料、管理費、仲介手数料、礼金、政務活動に必要な造作等 
 

政務活動費の支出に当たっての留意事項 
(1)対象となる事務所の要件                           
   ・政務活動のため必要な事務所としての外形及び機能等（事務スペース、応 
   接スペース、事務用備品等）を有すること 
  ・事務所の所有者が、配偶者、被扶養者、同居者など生計を一にする者又は 
   自らが代表者・役員等の地位にある法人である場合は、資産形成につなが 
   るとの誤解を招かぬよう、慎重な対応が必要 
 
(2)賃料、管理費、政務活動に必要な造作 
 
 
 
 
 
 
 
      
   

所有形態 賃料 管理費 造作  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

自己の所有物件 
 
 

  
－ 

 

慎重な対応が必要
（第三者に対する場

合は支出できる）  

 
 
 
 
慎重な対応が必要 

 
 
 
 

配偶者、被扶養者、同
居者など生計を一に
する者の所有物件 

慎重な対応が必要 
（その者が賃貸借を業として行って   
いる場合は支出できる） 

自らが代表者・役員等
の地位にある法人の
所有物件 

慎重な対応が必要 
（その法人が賃貸借を業として行っ 

ている場合は支出できる） 
第三者の所有物件 
 
 

      
○ 

 

    
○ 

 

 
○ 

 
 （留意点）  
      ・事務所の購入に政務活動費を充てることはできない。   
    ・造作は政務活動に必要なものに充てられるが、資産形成につながると 
         の誤解を招かぬよう、慎重な対応が必要 
 
(3)仲介手数料、礼金等の初期経費 
   ・敷金等の解約時等に返還される性格のものには支出できない。 
 
(4)整理・保管すべき関係書類 
   ・賃貸借契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 
 
(5)按分 
  ・当該事務所が後援会事務所や政党事務所等を兼ねるなど、政務活動とそれ  
   以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、合理的 
   に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分した額について 
   政務活動費として支出できる。 
 
 
 
   
 

事務所の活動実態 政務活動費として支出できる額  
 
 
 
 

 専ら政務活動の場合 
 

経費の全額 
 

 政務活動と政党活動や後援会活
動等が混在する場合 

経費のうち合理的に説明できる割合
又は 1/2 を上限とする適切な額 
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経 費  事務費 
内 容  会派又は議員が政務活動のため設置する事務所における事務運営に要 

 する経費 
例 示  事務用品代、光熱水費、備品購入費、修理費、通信費、リース・保守料、 

 運搬費、インターネット接続経費、名刺代、来客用茶菓代等 
 

政務活動費の支出に当たっての留意事項 
(1)対象                           
   ・政務活動を行うために必要な事務所及び会派控室等における事務運営に係 
   る経費（自己所有の物件であっても支出できる。） 
 
(2)備品購入費 

取得価格（単価） 支出にあたっての考え方 
 ２０万円以下  政務活動に必要な備品に支出できる。 
 ２０万円超  原則として支出できない。 

 

    （留意点）  
    ・備品購入は、資産形成につながるとの誤解を招かぬよう、慎重な対応 
     が必要 
       ・更新、買替は、頻繁に行わず、適切なサイクルによること 
       ・備品の設置場所は事務所とすることもできるが、その購入、管理につ 
     いては、会派でこれを行うこととし、取得価格（単価）が５万円以上 
     の備品については、備品台帳（購入日、品名、取得価格、設置場所等 
     を記載）を作成することが望ましい。 
    ・按分による場合は、購入と維持管理及び修理に係る按分割合は原則と 
     して同一となる。 
 
(3)光熱水費（電気、水道、ガス）、通信費 
   ・当該事務所が自宅、会社の一部などの場合、別メーターや子メーターの設 
     置又は別回線とすることが望ましい。    
  ・固定電話のほか携帯電話にも支出できる。 
 
(4)整理・保管すべき関係書類 
   ・契約書等の関係書類（備品台帳を作成した場合は備品台帳も含む）整理・ 
   保管しなければならない。 
        《例》○備品台帳  （５９ページ参照） 
 
(5)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
     また、事務所が自宅である場合の光熱水費、携帯電話等の通信費、イン 
     ターネット接続経費等で私的活動が混在する場合は、合理的に説明できる 
     割合又は 1/4 を上限とする割合で適切に按分した額を支出できる。 

事務運営の実態 政務活動費として支出できる額 
専ら政務活動の場合 

 

 経費の全額 

 

政務活動と政党活動や後援会活動等
が混在する場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 

政務活動と政党活動や後援会活動等
及び私的活動が混在する場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/4 を上限とする適切な額 
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経 費  交通費 
内 容 
 

 会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費、宿泊費等の経費 
 

例 示 
 

 バス・電車代、タクシー代、高速料金、駐車場代、自動車リース代、 
 ガソリン代、宿泊費等 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)費用弁償との関係                           
   ・議員が別に費用弁償を受ける場合（本会議・委員会等に出席する場合及び 
   委員会視察等による出張等）には支出できない。また、当該費用弁償を受 
   ける日の前日及び当日における宿泊費も同様とする。 
 
(2)他の使途項目との関係 
   ・視察・研修等の他の使途項目に該当する交通費、宿泊費は、当該使途 
   項目に計上することもできる。 
 
(3)バス・電車代 
   ・Suica（スイカ）・PASMO（パスモ）・バスカード等のプリペイド式カード 
   を利用する場合は、履歴の印字又は使用区間、運賃等を記録し、領収書 
   に代わる書類とする必要がある。 
 
(4)タクシー代 
   ・タクシーを利用する場合は、領収書に利用区間を記載する必要がある。 
   また、行き先・目的等を記載した記録を作成しておくことが望ましい。 
 
(5)自動車（リース、自己所有）の取扱 

経費の区分 
 

リースし

た自動車 
自己所有

の自動車 
自動車の購入費用 
（リース期間満了後に所有権が会派、議員、配偶者・被扶養者

・同居者など生計を一にする者、自らが代表者・役員等の地位

にある法人等に移転する場合を含む） 

 
 

× 
 

 
 

× 
 

自動車リース代 
（自動車諸税、自賠責保険等の最低限の必要経費を含む。） 

 
○ 

 
― 

任意保険料や事故修理費用、洗車等の日常の維持管理費用 
 

 
× 

 
× 

当該自動車を使用した政務活動に係る実費 
（ガソリン代、高速・有料道路料金、駐車場代等） 

 
○ 

 
○ 

  （留意点）  
    ・自動車リースにおいて、リース期間は原則としておおむね議員の任期 
     である４年程度とすることが望ましい。 
      また、リース期間満了後に所有権が移転する場合は、資産形成に 
     つながるため充てることはできない。 
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(6)ガソリン代等 
  ・自動車を利用する場合の交通費は、①、②の何れか選択する。 
     ①１km 当たり２８円×走行距離（1km 未満の端数は切り捨て） 
      ※公務出張に準じ、一般職の職員の受ける自家用の交通用具を利用する移

動に係る費用と同額 
②ガソリン代の領収書 

      （※ ①を選択した場合、走行距離の記録が必要となる） 
 
(7)高速料金 
   ・ETC を利用する場合は、クレジットカード利用明細書及び利用明細書の総額 

が口座引き落としされたことが分かる部分の通帳のコピーを提出し、  

領収書に代わる書類とする必要がある。 
   ※自宅から議事堂（県庁）までの経路の高速道路等料金に限り、領収書の写し等の

添付を省略することができる。 
 
(8)駐車場代 
   ・出張先等における駐車場代のほか、会派又は議員が政務活動のために設 
   置する事務所の駐車場代（来客用を含む）に支出できる。 
 
(9)宿泊費 
   ・政務活動に必要な宿泊費（夕食及び朝食額相当額を含む。）の実費に充て 
   られるが、公務出張に準じて、茨城県議会の議員の議員報酬，期末手当及び

費用弁償に関する条例（平成 13 年茨城県条例第 36 号）の規程により議長が

受ける費用弁償の額の範囲内とする。 
 
(10)整理・保管すべき関係書類 
   ・契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 
 
(11)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
    また、駐車場代、自動車リース代、ガソリン代等で私的活動が混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/4 を上限とする割合で適切に按分 
   した額を支出できる。 

活動目的 政務活動費として支出できる額 
専ら政務活動の場合 
 

 経費の全額 
 

政務活動と政党活動や後援会活動等

が混在する場合 
 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 

政務活動と私的活動が混在する場合  経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 

政務活動と政党活動や後援会活動等

及び私的活動が混在する場合 
 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/4 を上限とする適切な額 
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（留意点） 

・政党名を記載したのぼりや、国会議員の氏名を記載した旗を掲げて活動した事案

について、政党活動が混在するとして、按分が必要と判断された事例がある。

【R3.7.16 水戸地方裁判所平成 30 年（行ウ）第７号判決参照】 
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経 費  視察・研修費 
内 容 
 
 

 会派又は議員が政務活動のため行う視察・研修・講演会等（共同開催を含

む。）に要する経費又は他団体等が主催する視察・研修・講演会等への議員

等の参加に要する経費 
例 示 
 
 

 講師等謝礼、会場・機器等借上代、通訳・翻訳代、参加費、資料代、 
 交通費、宿泊費、食事代、通信費、バス借上代、視察先入場料、 
 視察先への土産代等 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)対象となる視察・研修・講演会等                           
   ・会派又は議員が政務活動のため主催する視察・研修・講演会・勉強会等（共 

   同開催を含む。） 
   ・議員及び会派又は議員が政務活動のため雇用する職員（会派政調会職員、 
   事務所職員等）が参加する他団体等主催の視察・研修・講演会・勉強会等 
 
(2)交通費、宿泊費 
   ・政務活動のため行う視察・研修・講演会・勉強会等（共同開催を含む。） 
   に要する交通費、宿泊費の実費を支出できる。 
  ・政務活動のため参加する視察・研修・講演会・勉強会等に要する交通費、 

   宿泊費の実費を支出できる。 
  ・議員が別に費用弁償を受ける時（本会議・委員会等に出席する場合及び 
   委員会視察等による出張等）には支出できない。また、当該費用弁償を 
   受ける日の前日及び当日における宿泊費も同様とする。 
  ・公務出張に準じ、グリーン車や航空機のビジネスクラス等にも充てるこ 
   とができる。 
  ・政務活動に必要な宿泊費（夕食及び朝食代相当額を含む。）の実費に充てら

れるが、公務出張に準じて、茨城県議会の議員の議員報酬，期末手当及び費

用弁償に関する条例（平成 13 年茨城県条例第 36 号）の規定により議長が受

ける費用弁償の額の範囲内とする。 
・その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 

  ・海外における「現地調査」を実施する場合の留意事項 
   【例】海外滞在期間４日間のうち、観光地視察が１日間含まれている場合 
       往復の航空運賃＝300,000 円 
     海外滞在中経費＝400,000 円（宿泊費、交通費等） 
      合     計＝700,000 円 
     政務活動充当額＝600,000 円((300,000 円＋(400,000 円×3 日／4 日))   

※海外滞在期間のうち１／２を超える期間が観光地視察に充てら 
          れる場合は、 航空運賃についても按分すべきである。 
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(3)食事代 
   ・政務活動のため主催又は参加する視察・研修・講演会等と一体性のある飲 

   食等の経費に支出できる。 
   ・公職選挙法の寄附に当たる場合には支出できない。 
   ・経費は、社会通念上妥当な範囲とし、次の額を限度とする実費額に充て 
   られる。 
 
   

飲食等の内容 限度額  
 
 

会議等における弁当代等   ３,０００円（一人１回当たり） 
会合等における飲食   ５,０００円（一人１回当たり） 

  ・二次会等の経費、視察・研修等の一部として行うには不適切な場所 
   （スナック・バー・カラオケボックス等）における経費に充てること 
   はできない。 
   ・議員同士の懇親会など懇親・親睦や飲食を主目的とする場合には支出 
   できない。 
 
(4)整理・保管すべき関係書類 
   ・当該視察・研修等について、日時・場所・行程・参加者・目的等を記載 
     した活動記録を作成することが望ましい。作成した場合は、整理・保管 
   しておく必要がある。 
   ただし、宿泊を伴う視察・研修等については、その目的、内容、成果等 
   を政務活動実施成果報告書（６７ページ参照）に記載し、提出する必要 
   がある。 
 
(5)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
    した額について政務活動費として支出できる。 
 
 
 
 
 

視察・研修等の目的 政務活動費として支出できる額  
 
 
 
 

 専ら政務活動の場合 
 

 経費の全額 
 

 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 
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経 費  調査委託費 
内 容 
 

 会派又は議員が政務活動のため行う外部団体等への調査研究委託に要 
 する経費 

例 示 
 

 調査委託費、翻訳料等 
 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)調査委託費                           
   ・当該調査研究等における成果物等は整理・保管しておく必要がある。 
 
(2)整理・保管すべき関係書類 
   ・契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 
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経 費  資料購入・作成費 
内 容 
 

 会派又は議員が議会審議や政務活動のため行う図書等の購入、利用等及び

資料作成に要する経費 
例 示 
 

 書籍代、新聞・雑誌購読料、ＣＤ―Ｒ等の購入費、有料データベース代、 
 コピー代、印刷代、パネル代等 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)書籍代                           
   ・政務活動に資するために購入した書籍名を記入する。 
  ・図書券・図書カードの購入には充てられない。 
 
(2)新聞・雑誌購読料 
   ・議員が事務所や自宅等で政務活動のために購入する場合は原則として、１ 
   紙（誌）当たり１部とし、会派において購入する場合は１紙（誌）当たり 
   ３部までとする。 
  ・政党機関紙（誌）にも充てることができる。 
 
(3)図書等の利用等 
  ・政務活動のための図書、新聞等の利用に伴う有料データベース代等に充て 
   ることができる。 
 
(4)整理・保管すべき関係書類 
   ・契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 
 
(5)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
 
 
 
   
 

購入・作成目的 政務活動費として支出できる額  
 
 
 
 

 専ら政務活動の場合 
 

 経費の全額 
 

 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 
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経 費  要請陳情等活動費 
内 容 
 
 

 会派又は議員が政務活動のため行う要請陳情活動、住民相談等に要する経

費 
 

例 示 
 

 資料印刷費、通信費、交通費、宿泊費等 
 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)対象となる活動 
  ・県等の公的機関及び国会議員等への要請陳情活動 
   ・議員の事務所、又はそれ以外の場所で行う個別の住民相談等の活動 
 
(2)交通費、宿泊費 
   ・政務活動のため行う要請陳情活動、住民相談等に要する交通費等の実費を支 

   出できる。 
   ・議員が別に費用弁償を受ける場合（本会議・委員会等に出席する場合及び 
   委員会視察等による出張等）には支出できない。 
   ・その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 
 
(3)整理・保管すべき関係書類 
   ・当該活動等について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録 
   を作成することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要 
   がある。 
     《例》○活動記録簿 （６１ページ参照） 
(4)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
    
 
 
 
 
 

活動目的 政務活動費として支出できる額  
 
 
 
 

 専ら政務活動の場合 
 

 経費の全額 
 

 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 
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経 費  会議費 
内 容  会派又は議員が政務活動のため開催する会議、住民相談会等に要する経費 

例 示  講師等謝礼、会場・機器借上代、通訳・速記代、会議に伴う茶菓代、 
 食事代、看板代、交通費等 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)対象                           
   ・会派の総会・役員会・政策研究会等及び地域関係者や有識者、国会議員、 
   市町村議会議員等との意見交換・勉強会等の会議・会合、会派や議員が 
   開催する住民相談会等 
   ・政党活動・後援会活動としての会議・会合には充てられない。 
 
(2)交通費 
   ・政務活動のため開催する会議・住民相談会等に要する交通費の実費を支出 
   できる。 
  ・議員が別に費用弁償を受ける場合（本会議・委員会等に出席する場合及び 
   委員会視察等による出張等）には支出できない。 
   ・その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 
 
(3)食事代 
   ・政務活動のため開催する会議・会合と一体性のある飲食等の経費に支出 
   できる。 
  ・公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できない。 
  ・経費は、社会通念上妥当な範囲とし、次の金額を限度とする実費額に充て 
   られる。 
    飲食等の内容 限度額  

会議等における弁当代等     ３,０００円（一人１回当たり） 
会合等における飲食     ５,０００円（一人１回当たり） 

  ・二次会等の経費、会議を行うには不適切な場所（スナック・バー・ 
   カラオケボックス等）における経費に充てることはできない。 
   ・議員同士の懇親会など懇親・親睦や飲食を主目的とする場合には支出 
   できない。 
 
(4)整理・保管すべき関係書類 
   ・当該会議等について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録を 
   作成することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要があ 
   る。 
 
(5)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
 
 
 
 

会議等の目的 政務活動費として支出できる額  

 
 専ら政務活動の場合  経費の全額 
 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 
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経 費  グループ活動費 
内 容 
 

 会派又は議員が政務活動のため行う県政に関連する議員連盟活動等に 
 要する経費 

例 示 
 

 議員連盟等年会費、視察参加費、交通費等 
 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)対象                           
   ・会派内の議員連盟・研究会・プロジェクトチーム及び超党派の議員連盟 
  （議会事務局において事務補助を行うものを含む。）等の活動（会議、会合、 
   勉強会、視察等） 
   ・政党活動・後援会活動としての活動に充てることはできない。 
 
(2)交通費、宿泊費 
   ・政務活動のため行うグループ活動に要する交通費等の実費を支出できる。 
   ・議員が別に費用弁償を受ける場合（本会議・委員会等に出席する場合及び 
   委員会視察等による出張等）には支出できない。 
   ・その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 
 
(3)食事代 
   ・政務活動のため行うグループ活動と一体性のある飲食等の経費に支出でき 
   る。 
   ・公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できない。 
   ・経費は、社会通念上妥当な範囲とし、次の金額を限度とする実費額に充て 
   られる。 
 
 
    

飲食等の内容 限度額  
 
 

会議等における弁当代等     ３,０００円（一人１回当たり） 
会合等における飲食     ５,０００円（一人１回当たり） 

  ・二次会等の経費、会議を行うには不適切な場所（スナック・バー・カラオ 
   ケボックス等）における経費に充てることはできない。 
   ・議員同士の懇親会など懇親・親睦や飲食を主目的とする場合には支出でき 
   ない。 
 
(4)整理・保管すべき関係書類 
   ・当該活動等について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録を 
   作成することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要があ 
   る。 
   ただし、宿泊を伴う活動等については、その目的、内容、成果等を政務活 
   動実施成果報告書（６７ページ参照）に記載し、提出する必要がある。 
 
(5)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
 活動目的 政務活動費として支出できる額  

 
 
 

 専ら政務活動の場合  経費の全額 
 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 
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経 費  広報紙（誌）発行費 
内 容 
 

 会派又は議員が政務活動のため行う広報紙（誌）の作成・発行に要する 
 経費 

例 示 
 

 原稿料、作成委託料、デザイン料、写真代、コピー代、印刷・製本代、 
 はがき代、新聞折込代、送料等 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)対象となる広報紙（誌）の要件                           
   ・会派又は議員が作成・発行するもので、主に県民を対象とし、県政に関連 
   した内容であること。また、県民からの意見等を受け付けるため、発行者 
   の連絡先（電話・FAX 番号、住所等）を記載すること。 
   ・広報紙（誌）の配布場所は、原則として県内とする。ただし、配布方法 
   は問わない。（郵送、新聞折込、街頭・事務所等での配布、ポスティング等） 
 
(2)はがき代 
   ・年賀状等のあいさつ状、慶弔電報等の購入には充てられない。 
 
(3)整理・保管すべき関係書類 
   ・契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 
     なお、当該発行又は作成した広報紙（誌）について見本（説明資料用） 
   として１部は整理・保管しておく必要がある。 
 
(4)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
 
 
 
 
 
   

広報紙（誌）の内容 政務活動費として支出できる額  
 
 
 
 

 専ら政務活動の場合 
 

 経費の全額 
 

 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 

   ※合理的に説明できる割合の例 
      ・紙（誌）面の面積・分量等の合理的な方法により、政務活動とそれ以外の 
    議員活動（政党活動、後援会活動等）の内容を按分する場合 
 
                             政務活動を内容とする面積・分量等  
          按分割合(%) ＝        
                             紙（誌）面の総面積・総分量等 
 

（留意点） 

・紙（誌）面に政務活動以外の議員活動（政党活動）が一部混在（全体面積の 120
分の１など）する事案について、按分が必要と判断された事例がある。【R5.3.9 
水戸地方裁判所平成 27 年（行ウ）第７号判決参照】 
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経 費  ホームページ作成・管理費 
内 容 
 

 会派又は議員が政務活動のため行うホームページ・プログ等の作成・管 
 理に要する経費 

例 示 
 

 ホームページ・プログ作成管理委託料、保守料等 
 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)対象となるホームページ等の要件                           
   ・会派又は議員が作成するもので、主に県民を対象とし、県政に関連した 
   内容であること。 
 
 
(2)整理・保管すべき関係書類 
   ・契約書等の関係書類を整理・保管しなければならない。 
 
(3)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
   また、個人やペット、趣味の紹介等の私的活動が混在する場合は、合理的 
   に説明できる割合又は 1/4 を上限とする割合で適切に按分した額を支出で 
   きる。 
 
 
 
 
 
 
 

ホームページ等の内容 政務活動費として支出できる額  
 
 
 
 
 
 

 専ら政務活動の場合 
 

 経費の全額 
 

 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 

 私的活動が混在する場合 
 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/4 を上限とする適切な額 
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経 費  政策広報費 
内 容 
 

 会派又は議員が政務活動のため行う音声による広報・広聴活動に要する 
 経費 

例 示 
 

 会場・機器等借上代、通訳・速記代、会議に伴う茶菓代、看板代、 
 機材費、自動車リース代、道路使用許可申請手数料、交通費等 

 
政務活動費の支出に当たっての留意事項 

(1)対象となる活動 
  ○講演・集会 
   ・県政報告会、政策講演会、対話集会等の地域関係者等を対象とした講演・ 
   集会等による広報・広聴活動 
  ○街頭等における活動 
   ・街頭や広報車等により音声等を用いて行う演説等の不特定多数を対象と 
   した広報・広聴活動 
 
(2)交通費 
   ・政務活動のため行う街頭等における活動、講演・集会に要する交通費の 
   実費を支出できる。 
   ・議員が別に費用弁償を受ける場合（本会議・委員会等に出席する場合及 
   び委員会視察等による出張等）には支出できない。 
   ・その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 
 
(3)整理・保管すべき関係書類 
   ・当該活動等について、日時・場所・参加者・目的等を記載した活動記録 
   を作成することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要 
   がある。 
 
(4)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
 
 
 
 
 

活動目的 政務活動費として支出できる額  
 
 
 
 

 専ら政務活動の場合 
 

 経費の全額 
 

 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 
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経 費  会費 
内 容  会派又は議員が政務活動のため行う各種団体等が主催する会合等への 

 参加に要する経費 
例 示  地域団体等が主催する会合の会費、年会費、交通費等 

  
 

政務活動費の支出に当たっての留意事項 
(1)対象となる経費 
  ○年会費 
   ・議員が政務活動に係る意見交換や情報収集等を目的として加盟する各種団 
   体・地域団体等の年会費及びこれに類するもの 
 
  ○会費 
   ・各種団体・地域団体等が主催するもので、議員が政務活動に係る意見交換 
   や情報収集等を目的として参加する会合等の会費及びこれに類するもの。 
  （留意点）  
   ・他団体が主催する会合等であること。 
   ・主催する各種団体等の規約・通知等により金額、場所等が明確にされて 
    いることが望ましい。 
   ・議員が所属する町内会やＰＴＡ、趣味の会など私的又は個人的に関する 
    会合、一つの企業等が開催する会合、政党・政治家等が主催するパー 
    ティー等には充てられない。 
   ・公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できない。（４ページ参照） 
   ・その金額が社会通念上妥当な範囲で明確に定められた、次の金額を限度 
    とする実費額に充てられる。 
 
 

限度額  
１０,０００円 （一人１回当たり） 

   ・意見交換を伴わない場合や懇親・親睦、飲食を主目的とする場合には 
    支出できない。 
 
(2)交通費 
   ・政務活動のため参加する会合等に要する交通費の実費を支出できる。 
   ・議員が別に費用弁償を受ける場合（本会議・委員会等に出席する場合及び 
   委員会視察等による出張等）には支出できない。 
   ・その他の留意事項については、『交通費』のそれを準用する。 
 
(3)整理・保管すべき関係書類 
   ・当該活動等について、日時・場所・名称・参加目的等を記載した活動記録 
   を作成することが望ましい。作成した場合は、整理・保管しておく必要が 
   ある。 
 
(4)按分 
  ・政務活動とそれ以外の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する 
   場合は、合理的に説明できる割合又は 1/2 を上限とする割合で適切に按分 
   した額について政務活動費として支出できる。 
 
 
 

会合等の目的 政務活動費として支出できる額   専ら政務活動の場合  経費の全額 

 それ以外の議員活動が混在する 
 場合 

 経費のうち合理的に説明できる割合 
 又は 1/2 を上限とする適切な額 

 

 

- 24 -



○その他の注意点 
 
（１）人件費  
 
 
 Ｑ１  会派で政務活動費の支出や帳簿の整理等を行うため人を雇った場合、そ  
   の人件費に政務活動費を充てることはできるのか。  
 
 
 Ａ 条例施行規程の第８条では、「会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費

の支出について、会計帳簿を整理しその内訳を明確にするとともに、証拠書類

を整理保管し・・・まで保存しなければならない。」と規定しております。  
   しかしながら、政務活動費の支出や帳簿の整理等の業務については、政務活 
  動に資するための直接の活動ではないと思料されることから、政務活動費を充 
  てることはできないと考えます。  
 
 
  
 Ｑ２ 実子や親族に政務活動の補助をさせる場合、政務活動費から人件費を支  
   出することができるか。  
        また、後援会等の職員に政務活動の補助をさせた場合、政務活動費から  
   人件費を支出することができるか。  
 
 
 Ａ 配偶者や同居者など生計を一にする者の雇用は原則好ましくない（p8）とさ 

 れておりますが、生計が別な者の場合は、実子や親族であっても雇用すること 

 ができ、政務活動費から人件費を支出することができます。  
   なお、雇用契約書等の証拠書類や勤務実績表を整理・保管する必要がありま 

す。また、その者が政務活動以外の業務にも従事する場合は、勤務実績表によ

り按分して充当することとなります。  
   後援会等の職員に政務活動の補助をさせた場合も同様です。  
 
 
 
 Ｑ３ 政務活動費で充当できる人件費の上限はあるのか。  
 
 
 Ａ 特に決められていませんが、雇用される者の能力、経験、年齢等を考慮した 
  社会通念上必要かつ相当と認められる範囲内と考えます。  
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（２）事務所費  
 
 
 Ｑ４ 事務所賃借料に政務活動費を充当する場合の上限額はあるのか。  
 
 
 Ａ 特に決められていませんが、立地場所や築年数等を考慮した社会通念上必要 
  かつ相当と認められる範囲内と考えます。  
 
 
 
 Ｑ５ 賃借している後援会事務所を政務活動の事務所としても使用している場  
   合、政務活動費を充てることができるか。また、契約関係はどうすればい  
   いか。  
 
 
 Ａ 後援会事務所が政務活動の事務所も兼ねている場合は、合理的に説明できる 
  割合又は１/２を上限とする割合で適切に按分した額を政務活動費で支出でき

ます。（p9）  
   なお、借受人が議員本人の場合は、契約書に後援会及び政務活動の事務所に 
  使用する旨を明示することが望ましく、借受人が議員本人でない場合には、借 
  受人と議員が、政務活動に使用する旨の協定等を結ぶことが望ましいと考えま 
  す。  
  （様式は任意）  
 
 
 
 Ｑ６ 自己所有の後援会事務所を政務活動の事務所としても使用している場合、 
   損料等として家賃見合い分を政務活動費から充てられるのか。  
 
   
 Ａ 政務活動費充当の基本原則としまして、実費弁償を原則としております。  
   自己所有物の利用の場合、実質的に支出が伴わないので、充当することは適 
  当でないと考えます。  
 
 
 
 
 
 
 

- 26 -



 
 Ｑ７ 自宅の一部を政務活動の事務所として使用している場合、家賃見合い分  
   の損料等として、政務活動費を支出できるか。  
       また、所有者である自分自身と賃貸借契約を締結すれば、賃借料として  
   支出できるか。  
 
 
 Ａ 政務活動費充当の基本原則としまして、実費弁償を原則としております。  
   自宅利用の事務所の場合、実質的に支出が伴わないので、損料等及び賃借料

等のどちらにも充てられないと考えます。  
 
 
 
 Ｑ８ 借入金により自己所有の事務所を購入し、その事務所を政務活動にも利  
   用している場合、按分により、毎月の返済金の一部に政務活動費を充てら  
   れるか。  
 
 
 Ａ 政務活動費充当の基本原則（p3）としまして、不動産等の資産形成につなが 

 るおそれのある支出に充てることはできないとされておりますので、充当する 

 ことは適当でないと考えます。  
 
 
 
 Ｑ９ 自らが代表である会社の事務所の一部を賃貸して、後援会活動や政務活  
   動に利用している場合、賃借料の一部を政務活動費から充てることができ  
   るか。  
 
 
 Ａ 自らが代表者・役員等の地位にある法人の所有物件である事務所に対する政 
  務活動費の支出に当たっては、慎重な対応が必要とされております。（p9）  
    従いまして、支出するに当たっては、住民の批判を招くことが無いよう充分  
  留意する必要があります。  
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（３）事務費  
 
 
 Ｑ10 自宅を政務活動の事務所として使用している場合でも、事務費を政務活  
   動費から支出できるか。  
 
 
 Ａ 事務費は、会派又は議員が政務活動のため設置する事務所における事務運営 
  に要する経費とされており、自己所有の物件であっても支出できるとされてお 
  ります。（p10）  
   自宅を政務活動の事務所としている場合、自宅の一部が事務所としての外形 
  や機能等を備えていれば、政務活動費から事務費を支出できます。  
 
 
  
 Ｑ11 事務所用のテレビを備品として購入することはできるのか。  
 
 
 Ａ 備品購入については、資産形成につながるとの誤解を招かぬよう慎重な対応 
  が必要です。（p10）  
   なお、備品については、政務活動に使用するためであれば、取得単価が２０ 
  万円まで購入できます。使用目的が他の活動と混在する場合は、按分の考え方 
  で充当することになります。  
 
  
 Ｑ12 自動車に取り付けるナビを備品として購入することはできるのか。  
 
 
 Ａ 政務活動に使用するためであれば購入できると考えます。使用目的が混在す 
  る場合は、按分の考え方で充当することになります。  
 
 
 
 Ｑ13 ＮＨＫの受信料、ケーブルテレビの受信料に政務活動費を充てることが  
   できるか。  
 
 
 Ａ 政務活動の事務所用のテレビについて、政務活動の情報収集として使用して 
  いる場合には、受信料を政務活動費から支出できると考えます。  
   なお、使用目的が混在する場合は、按分の考え方で充当することになります。 
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（４）交通費  
 
 
 Ｑ14 視察・研修に行った場合、日当を政務活動費から出せるか。  
 
 
 Ａ 政務活動費充当の基本原則としまして、実費弁償を原則としております。（条 

  例 9 条、p3）  
   従いまして、日当を政務活動費から支出することはできません。  
 
 
 
 Ｑ15 自動車をリースする場合、車種や金額等に上限はあるのか。  
       また、リース期間の目安はあるのか。  
 
 
 Ａ 車種や金額等につきましては、特に決められていませんが、社会通念上必要 

  かつ相当と認められる範囲と考えます。  
      なお、リース期間は議員の任期である４年程度が望ましいと考えます。  
 
 
 
 Ｑ16 自動車をリースする場合、どういった費用に政務活動費を充当できるの  
       か。  
 
 

Ａ 自動車リース代に任意保険や事故修理費用、オイル交換等の日常の維持管理

費用が含まれる場合は、当該費用を除いた額に政務活動費を充当することがで

きます。  
なお、費用ごとの政務活動費の充当の可否は次のとおりです。  
充当が認められる費用の例  充当が認められない費用の例  
自動車賠償責任保険  
登録納車費用  
自動車税環境性能割  
自動車重量税  
自動車税（種別割）  
車検（定期点検整備及び継続検査） 

任意保険  
道路関連サービス（JAF 等）  
法定定期点検整備、各種安心点検  
修理費用  
消耗品費（オイル、バッテリー、タイヤ） 
代車代金  
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 Ｑ17 自己所有の自動車の車検、点検費用、任意保険料等に政務活動費を 

    充てることはできるのか。  
 
 
 Ａ 日常の維持費用については、政務活動費を充てることはできません。  
 
 
 
 Ｑ18 ガソリン代で、1km 当たり 28 円を選択した場合の走行記録はどのようにす 
   ればいいのか。  
 
 
 Ａ ガソリン代 1km 当たり 28 円を選択して政務活動費を支出する場合、走行距離

や政務活動の内容などを記録した運転日誌や活動記録簿等を作成する必要が

あります。（p63、64 に参考様式）  
   なお、ガソリン代の領収書により政務活動費を支出する場合にも、同様の運 
  転日誌や活動記録簿等を作成することが望ましいと考えます。  
 
 
 
 Ｑ19 電気自動車の場合、交通費はどのようにすればいいのか。  
 
 
 Ａ ガソリン代と同様に、1km当たり 28円を選択して政務活動費を充当できます。

なお、事務費として、充電時の電気代を二重計上することはできません。 

   充電時の電気代に政務活動費を充当する場合は、電気自動車の充電に要した

電気料金を区別できるよう、子メーター等を設置することが望ましいと考えま

す。  
 
 
（５）資料購入・作成費 

 

 
 Q20 新聞等の紙媒体及び電子版を両方購読する場合、政務活動費を充当できる 

か。 

 
 

 Ａ 電子版に過去記事の検索機能がある、紙媒体には掲載されていない情報が閲

覧できるなど、紙媒体と明確に差異がある場合には、同一紙であっても、紙媒

体及び電子版両方の購読料に政務活動費を充当することができます。  
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（６）広報紙  
 
  「政務活動費の支出に当たっての留意事項」(p21 参照)では、  
 
   対象となる広報紙（誌）の要件として、  
   ・会派又は議員が作成・発行するもので、主に県民を対象とし、  
    県政に関連した内容であること。また、県民からの意見等を受け  
    付けるため、発行者の連絡先（電話・FAX 番号、住所等）を記載  
    すること。  
   ・広報紙（誌）の配布場所は、原則として県内とする。ただし、  
    配布方法は問わない。（郵送、新聞折込、街頭・事務所等での  
    配布、ポスティング等）  
 
   としている。  
 
  （※参考例示）  
   (1)広報紙を後援会と共同で発行する場合  
      広報紙の部分と後援会の部分がわかるように分ける必要があると考え

る。（例えば表が広報紙、裏が後援会会報等）  
   (2)政党機関紙の形式をとる場合 
         政党機関紙の形式をとるものには充てることはできないと考える。  
   (3)広報紙に政党ロゴを使用することの可否 
         政党機関紙との区別が困難となるので政党ロゴは使用しないことが望ましい。 
   (4)議員の写真の取扱い 
       ・議員の顔写真のアップ等の選挙活動等のＰＲになる様な写真は使用しないこと 
      が望ましい。 
     ・記事に関連した説明の写真に議員が写っている等の写真は問題ないと考える。 
     ・社会通念の範囲で判断することとなる。 
   (5)役職の記載の取扱い 
    ・政党における役職を付して記載した記事は、当該政党の広報と見なされ 

ることから、充当できないので留意すること。  
    ・なお、会派における役職を付して記載した記事には政務活動費を充当で

きる。  
    ＜充当不可の記載例＞  
    「○○議員は所属する政党において□□の役職を担っており、○○□□（氏

名役職）が要請陳情活動をした。」  
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（７）会費  
 
  「政務活動費の支出に当たっての留意事項」(p24 参照)では、  
 
   対象となる経費として、  
     ・議員が政務活動に係る意見交換や情報収集等を目的として加盟する各  
     種団体・地域団体等の年会費及びこれに類するもの  
    ・各種団体・地域団体等が主催するもので、議員が政務活動に係る意見  
     交換や情報収集等を目的として参加する会合等の会費及びこれに類す  
     るもの。  
   留意点  
    ・他団体が主催する会合等であること。  
    ・主催する各種団体等の規約・通知等により金額、場所等が明確にされ  
     ていることが望ましい。  
    ・議員が所属する町内会やＰＴＡ、趣味の会など私的又は個人的に関す  
        る会合、一つの企業等が開催する会合、政党・政治家等が主催するパ  
        ーティー等には充てられない。  
    ・公職選挙法の寄附に当たる場合は支出できない。  
    ・その金額が社会通念上妥当な範囲で明確に定められた、次の金額（  
     １０,０００円（一人１回当たり））を限度とする実費額に充てられる。  
     ・意見交換を伴わない場合や懇親・親睦、飲食を主目的とする場合には  
        支出できない。  
 
   としている。  

 具体的には、上記を参考に政務活動費に該当するかどうか、各会派で判断をす

ることになる。  
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（８）食事代  
 
  視察・研修費、会議費、グループ活動費の「政務活動費の支出に当たっての  
 留意事項」(p15、p19、p20 参照)では、  
 
   ・政務活動のため主催又は参加する視察・研修等（政務活動のため開催す  
    る会議等、政務活動のため行うグループ活動）と一体性のある飲食等の  
    経費に支出できる。  
    ・公職選挙法の寄附に当たる場合には支出できない。  
    ・経費は、社会通念上妥当な範囲とし、次の額を限度とする実費額に充て  
     られる。  

飲食等の内容  限度額  
会議等における弁当代等    ３,０００円（一人１回当たり）  
会合等における飲食    ５,０００円（一人１回当たり）  

    ・二次会等の経費、視察・研修等（会議）の一部として行うには不適切な  
    場所（スナック・バー・カラオケボックス等）における経費に充てるこ  
    とはできない。  
     ・議員同士の懇親会など懇親・親睦や飲食を主目的とする場合には支出で  
       きない。  
 
  としている。  
  具体的には、上記を参考に政務活動費に該当するかどうか、各会派で判断をす 

ることになる。  
 
 （※参考例示）  

定例会又は臨時会の招集に応じて議員に支給される費用弁償には、交通費 

のほか、雑費を含むとされており、定例会中の昼食代に政務活動費を支出す  
ることはできないと考える。  
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（９）その他  
 
 
 Ｑ21 口座振替で支払をする場合は、領収書の代わりに口座振替をした通帳の  
   コピーで良いのか。その場合、通帳の該当部分以外は、マスキングして提  
   出して良いのか。  
 
 
 Ａ 口座振替で支払をして領収書が発行されない場合は、口座振替が記載された 
  部分の通帳のコピーを領収書として提出することになります。  
   また、通帳の写しの当該部分以外はマスキングしていただきます。  
 
 
 
 Ｑ22 クレジットカード決済で支払をする場合は、領収書のほかにどういった 

添付書類が必要か。  
 
 
 Ａ クレジットカード決済で支払いした場合は、領収書のほかに、クレジットカ 

ード利用明細書及び利用明細書の総額が口座引き落としされたことが分かる部 

分の通帳のコピーを提出することになります。  
   また、クレジットカード利用明細書及び通帳の写しの当該部分以外はマスキ 

ングしていただきます。  
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 Ｑ23  QR コード決済利用時は、どういった添付書類が必要か。  
 
 
 Ａ スマートフォンによる QR コード決済（PayPay、d 払い等）を利用した際の 

支出証拠書類は、領収書（レシート）に加え、次のとおりとし、「政務活動費

領収書等貼付用紙」に添付するとともに会派において整理・保管することにな

ります。  
   なお、付与されたポイント（PayPay ﾎﾟｲﾝﾄ、d ﾎﾟｲﾝﾄ等）を利用して決済し

た場合は、ポイント利用分への政務活動費の充当はできません。  
 

決済方法（決済区分） 

支出証拠書類  

支出日  

領収書  
(レシー

ト) 

通帳のコ

ピー（引

き落とし

が分かる

部分）  

決済アプ

リの画面

コピー

（決済区

分が分か

る部分）  

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰ

ﾄﾞ 
利用明細

書  

その他  

QR ｺｰﾄﾞ決済  
（現金または預金  
から残高ﾁｬｰｼﾞ）  

○   ○    
QR ｺｰﾄﾞ 
決済日  

QR ｺｰﾄﾞ決済  
（ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ紐付け） 

○  ○   ○   
口座引き  
落とし日  

QR ｺｰﾄﾞ決済  
（電話料金合算払い） 

○  ○  ○  △※  
電話料金  
利用明細  

口座引き  
落とし日  

(参考) 
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済  

○  ○   ○   
口座引き  
落とし日  

(参考) 
ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済  

○  ○     
口座引き  
落とし日  

  ※ 電話料金がｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ払いの場合のみ必要  
 
 
 
 Ｑ24 政務活動費領収書等貼付用紙に付する番号は、連番でなくてはならない  
   のか。  
 
 
 Ａ 連番でなくても支障はありません。会派において番号が重複しないようにす 

 れば任意に番号を付して構いません。  
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 Ｑ25 政務活動の成果はどのように公表されるのか。  
 
 
 Ａ 収支報告書等の閲覧開始時である例年６月３０日以降に、議会ホームページ 

における政務活動費の紹介ページに会派ごとに掲載し公表することになります。 
 
 
 Ｑ26 改選年度における旧任期から新任期に跨る期間を対象とする支出への 

政務活動費の充当について  
 
 
 Ａ 議員個人が、年間新聞購読料など、旧任期から新任期に跨る期間を対象とす

る先払い支出を行うことは原則として認めていませんが、例外として、当選し

た場合は、選挙後から任期満了日までの間に、新任期に跨る期間を対象とする

先払い支出は認められます。 

   会派については、旧任期から新任期に跨る期間を対象とする支出を行うこと

は認められます。 

ただし、改選により所属議員がいなくなるなどして会派が解散した場合には、

収支報告の際に、解散後の期間分を減額する必要があります。 

 

（例）資料購入・作成費の充当例  

令和４年９月～令和５年３月の７か月分を一括支払い 

旧任期：令和４年９月～12 月（４か月） 

新任期：令和５年１月～３月（３か月） 

投票日：令和４年 12 月 11 日 

対象 支払日 充当可能な期間 

個人 

11 月１日 

（選挙前） 

４か月分（旧任期分のみ） 

12 月 13 日 

(選挙後から 

任期満了日まで) 

【当選した場合】 

７か月分（旧任期＋新任期） 

【当選しなかった場合】 

４か月分（旧任期のみ） 

３月１日 

（新任期開始後） 

７か月分（旧任期＋新任期） 

会派 
支払日は 

問わない 

７か月分（旧任期＋新任期） 

※ただし、選挙により所属議員が不在となった場合には、 

３か月分（新任期分）を減額 
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（10）宿泊を伴う視察等について 

 

  ・ 一般的に高額であるとか、観光であるといった批判を受けやすい宿泊を伴う

視察等については、会派において政務活動費を充てることが適当であるか確認

を行い、適正な活動であることが説明できるよう資料を整理しておく必要があ

ります。 

・ 会派における確認のポイントは、以下のようなものが想定されます。 

○視察の目的が調査研究活動（議会活動又は県行政）と合理的関連性がある

か。 

○行程や実際の内容は、視察目的と整合しているか。また、意見交換等の調

査研究活動が実際に行われているか。 

○行程に一般的な観光名所が含まれている場合は、観光ではないこと又は観

光（私的活動）であるため按分していることを説明できるようになってい

るか。 

○旅費は高額ではないか（宿泊費の充当額は上限の範囲内か、寝台列車や高

級車の貸し切り、高級ホテル・旅館への宿泊等の過度に豪華な移動手段や

宿泊施設を用いていないか。）。 

○食事代を支出する場合は政務活動との関連（視察と一体性のある飲食な

ど）が明らかになっているか。 

○会派のうち、多数の議員が参加している場合は、各議員における参加の必

要性が説明できるようになっているか。 

○報告書は作成されているか。また、内容が単なる感想だけでなく、今後ど

のように議会活動に反映していくのかを記載されているか。 

○議会活動(質問等)に反映している、またはその予定があるか。 

・ 整理しておく資料の例として、別紙様式（視察等実施計画書及び視察等実施

報告書（p69、70 に参考様式））などを参考にしてください。 

・ 現在も宿泊を伴う調査活動を行った場合には、「政務活動実施成果報告書」に

その内容を必ず記載し、議会ホームページで公開することとなっていますので、

活動の趣旨を県民に良く理解してもらうためにも、同報告書に、議会活動（議

員提案条例案の策定、本会議や委員会での質問、執行部への提言や提案など）

に反映していることを、詳細に記載してください。 

・ 同報告書を作成している段階では直接の成果が見えないものについては、今

後の方針等（次年度に条例案策定のための勉強会を開催する予定、施策の実現

に向けて執行部と意見交換をする予定など）について記載し、中・長期的に議

会活動に反映されるものであることを説明できるようにしてください。 

・ 多数の議員が参加している場合は、各議員から所見を取りまとめ、会派で保

存するようにしてください。 
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（４）政務活動費の充当が不適当な例 

 

 政党活動への支出 

  ・党費、党支部費等の会費 

  ・政党や政党支部等が開催する大会や会合等の会費、参加費、旅費等 

  ・政党の広報紙、パンフレット、ビラ等に要する印刷、送料等 

   ・政党組織の事務所の設置維持経費（人件費含む） 

  ・党大会参加費、党大会参加旅費、党大会賛助金等 

 

 選挙活動への支出 

  ・国会議員、県議会議員、知事、市町村長、議員などの選挙にあたっての 

   各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成等に要する経費 

  ・選挙関係に係る経費、選挙活動費 

 

 後援会活動への支出 

   ・後援会活動のための経費 

   ・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等に要する印刷、送料等 

   ・後援会が主催する「報告会等」の開催経費、出席等に要する経費等 

 

 私的経費への支出 

   ・慶弔餞別費等（香典、御見舞、祝金、餞別、寸志、贈答費用、慶弔電報 

   年賀状の購入印刷等の経費） 

  ・冠婚葬祭の出席（葬儀、結婚式、祝賀会、祭り）等に要する経費 

  ・宗教活動（檀家総代会、報恩講、宮参り）等に要する経費 

   ・観光、レクリエーション、私用用務等による旅行の経費 

  ・親睦会、レクリエーション等のための経費 

 

 その他 

  ・挨拶、会食、テープカット等の出席等で政務活動の伴わないもの 

  ・飲食を主な目的とした懇談会 

  ・私的な立場で加入している団体等の会費等 

   （町内会費、ＰＴＡ会費、商工会費、ライオンズクラブ・ロータリー 

    クラブ会費、スポーツクラブ会費等） 
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３ 政務活動費の事務手続 

                                                                 
（１）交付対象 

   議会の会派（所属議員が１人であるものを含む）に交付します。 

 

根拠規定：茨城県政務活動費の交付に関する条例第３条 

 

（２）交付額 

  各会派に対し、議員一人につき月額３０万円を交付します。 

 

根拠規定：茨城県政務活動費の交付に関する条例第４条 

 

（３）会派の届出 

  議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、会派結成 

 届を議長に提出しなければなりません。 

    また、会派結成届の内容に異動が生じたときは会派異動届を、会派を解散し 

 たときは会派解散届を議長に提出しなければなりません。 

 

根拠規定：茨城県政務活動費の交付に関する条例第５条 

      同条例施行規程第２条 

 

（４）交付決定 

   議長は、会派結成届等の提出があったときは、知事に通知し、知事は交付決定 
 をして会派の代表者に通知します。 

 

根拠規定：茨城県政務活動費の交付に関する条例第６条・第７条 

       同条例施行規程第３条・第４条 

 

（５）交付 

  各会派に対し、毎四半期の最初の月に、当該四半期分を交付します。 

 

根拠規定：茨城県政務活動費の交付に関する条例第８条 
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４ 収支報告等 
 

（１）収支報告書及び領収書等の提出【別紙様式（p43、44 参照）】 

   会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の収支報告書を毎年度４月３０ 
 日までに議長に提出しなければなりません。 
  収支報告書を提出するときは、政務活動費の支出に係る領収書その他の支出の事 
 実を証する書類の写しを併せて提出しなければなりません。 
 

根拠規定 ： 茨城県政務活動費の交付に関する条例第１０条 

 
 【領収書等の提出方法】 

    ①政務活動費領収書等貼付用紙（p45、46 参照） 

        ・正本を複写したものを提出してください。 

        ・領収書が複数ある場合は、別紙（任意）に重ならないように貼り付けて複 
     写してください。 

   ②政務活動費支払証明書（p47、48 参照） 

        ・正本を複写したものを提出してください。 
 
（２）収支状況報告書 

  政務活動費の適正な執行を確保するため、会派代表者は、毎四半期ごとに政務活

動費の収支状況報告書を議長に提出する必要があります。 

 

 

 
 

（３）証拠書類等の整理・保管（会派保管分）【保管義務】 

  経理責任者は、政務活動費に係る会計帳簿及び証拠書類等を整理保管し、５年間 
 保存しなければなりません。 
 

根拠規定 ： 茨城県政務活動費の交付に関する条例施行規程第８条 

 

（４）議長の調査 

  議長は、収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うことができます。 
 

根拠規定 ： 茨城県政務活動費の交付に関する条例第１１条 

 
（５）茨城県議会政務活動費調査等審査会 

  議長は、調査に際し専門的見地から意見を聴くため、議長が選任する２人の学識

経験者で構成する茨城県議会政務活動費調査等審査会を設置します。          

審査会は、収支報告書及び領収書等に関し、検査を行い、必要があると認めると

きは、会派との意見交換等を行うことができます。 

また、審査会は、必要があると認めるときは、議長又は会派に対し、政務活動費

根拠規定 ： 茨城県政務活動費の交付に関する条例施行規程第７条 
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に関する指導・助言を行うことができます。 

審査会の構成員は、職責を果たす上で知り得た秘密の守秘義務を負います。 

 

 

 

 

（６）残余の返還 

  交付を受けた政務活動費に残余がある場合は、返還する必要があります。 
 

根拠規定 ： 茨城県政務活動費の交付に関する条例第１２条 

 

（７）収支報告書等の保存及び閲覧、収支報告書のホームページへの掲載 

  議長に提出された収支報告書及び領収書等は、５年間保存し、閲覧に供します。 
 

根拠規定 ： 茨城県政務活動費の交付に関する条例第１３条 

 

  収支報告書は、議会ホームページに掲載します。 

 

（８）政務活動の成果の公表 

  政務活動費の内容を県民に良く理解していただくために、政務活動費を充当した

政務活動について、議会ホームページ等を活用して、その成果を積極的に公表しま

す。 

  ※ 政務活動の成果 

    （例）・宿泊を伴う全ての調査活動（必須） 

       ・調査に基づいて政策条例の制定に至った事例 

       ・議会の質疑等につなげた事例 

       ・要請陳情活動・住民相談等の対応事例  等 
 
 【成果の報告方法】 

    ○ 政務活動実施成果報告書（p67、68 参照） 

         ・年度終了後３０日以内に提出してください。 

 

根拠規定 ： 茨城県政務活動費の交付に関する条例第１１条の２ 
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５ 様式等 

 

 

○各種様式及び記入例 
 

【提出書類の様式】  

   ・ 政務活動費収支報告書         （様  式） …  ４３ 

                                            （記 入 例） …  ４４ 

    ・ 政務活動費領収書等貼付用紙            （様  式） …  ４５ 
                                             （記 入 例） …  ４６ 

    ・ 政務活動費支払証明書               （様  式） …  ４７ 

                                             （記 入 例） …  ４８ 

  ・ 政務活動費収支状況報告書             （様  式） …  ４９ 

                                             （記 入 例） …  ５０ 
 

【参考様式】 

   ・ 政務活動依頼書              （参考様式） …  ５１ 

                                             （記 入 例） …  ５２ 

   ・ 政務活動費会計帳簿           （参考様式） …  ５３ 

                                             （記 入 例） …  ５４ 

    ・ 雇用（職員従事協定）契約書            （参考様式） …  ５５ 

                                             （記 入 例） …  ５６ 

    ・ 政務活動費勤務実績表               （参考様式） …  ５７ 

                                             （記 入 例） …  ５８ 

    ・ 備品台帳                      （参考様式） …  ５９ 

                                             （記 入 例） …  ６０ 

    ・ 活動記録簿                      （参考様式） …  ６１ 

                                             （記 入 例） …  ６２ 

    ・ 自家用車利用記録簿                  （参考様式） …  ６３ 

                                             （記 入 例） …  ６４ 
    ・ 自家用車利用記録簿（自宅・議事堂往復）（参考様式） …  ６５ 

                                             （記 入 例） …  ６６ 
  ・ 政務活動実施成果報告書                （参考様式） …  ６７ 

                                             （記 入 例） …  ６８ 

  ・ 視察等実施計画書           （参考様式） …  ６９ 

  ・ 視察等実施報告書           （参考様式） …  ７０ 

  

○会派が整理保管する証拠書類等について   …………………………  ７１ 
○地方自治法（抄）      ……………………………………………  ７２ 

○条例、施行規程及び要綱   ……………………………………………  ７３ 
○公職選挙法（抄）      ……………………………………………  ８０ 
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様式  

  年度政務活動費収支報告書 

  

                    会派の名称  

                                                          

 １ 収  入 

      政務活動費          円  

 

 ２ 支  出                                                 （単位：円） 

分 類 項         目 支   出   額 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政
務
活
動
補
助
費 

人 件 費  

事 務 所 費                  

事 務 費                  

交 通 費                  

調
査
・
政
策
立
案
費 

視 察 ・ 研 修 費                  

調 査 委 託 費                  

資 料 購 入 ・ 作 成 費                  

要 請 陳 情 等 活 動 費  

会 議 費                  

グ ル ー プ 活 動 費                  

広
報
広
聴
活
動
費 

広 報 紙 （ 誌 ） 発 行 費                  

ホームページ作成・管理費                  

政 策 広 報 費                  

会 費                  

 
合 計                  

     

 ３ 残  余 

                                  円 
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記入例 

令和○○年度政務活動費収支報告書 
 

                          会派の名称  

                                             ○○○○○○○○○○  

 １ 収  入 

      政務活動費  １８，０００，０００ 円  

 

 ２ 支  出                                                 （単位：円） 

分 類 項         目 支   出   額 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政
務
活
動
補
助
費 

人 件 費         １，６８０，０００ 

事 務 所 費                        ２，６９１，０００ 

事 務 費                         ５２９，６００ 

交 通 費                         ７０８，９００ 

調
査
・
政
策
立
案
費 

視 察 ・ 研 修 費                         ２，３６１，０００ 

調 査 委 託 費                        ２，８８０，０００ 

資 料 購 入 ・ 作 成 費                          ３７８，３００ 

要 請 陳 情 等 活 動 費 ２２９，０００ 

会 議 費                         ６１５，０００ 

グ ル ー プ 活 動 費                          １，８３０，０００ 

広
報
広
聴
活
動
費 

広 報 紙 （ 誌 ） 発 行 費                         １，９５３，０００ 

ホームページ作成・管理費                         ４２５，０００ 

政 策 広 報 費                         １，０７４，０００ 

会 費                         ５０４，０００ 

 
合 計                       １７，８５８，８００ 

     

 ３ 残  余 

                １４１，２００ 円 
※ 収支報告額は、政務活動費の交付額を踏まえて報告する。 
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    令和  年度 政務活動費領収書等貼付用紙     Ｎo.     

 

  

              使用者（会派・議員名）                  
 

支 払 日       年    月    日 （ ） 

支 出 項 目 

（○で囲む） 

 ・人件費 ・事務所費 ・事務費 ・交通費 ・視察研修費 ・調査委託費  

 ・資料購入作成費 ・要請陳情等活動費 ・会議費 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動費  

・広報紙（誌）発行費 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成管理費 ・政策広報費 ・会費  

活 動 内 容  

政務活動費支出額                            円 

支  払  先  

備   考  （按分等） 

 

 

        

領収書等貼付欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※領収書は重ねて貼付しないこと。重なる場合は別紙に貼付する。 

  

 

様式 
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    令和○○年度 政務活動費領収書等貼付用紙     Ｎo. ○   

 

 

                   使用者（会派・議員名）   ○○ ○○          

 

支 払 日    ○○ 年  ○ 月 ○○ 日 （火） 

支 出 項 目 

（○で囲む） 

 ・人件費 ・事務所費 ・事務費 ・交通費 ・視察研修費 ・調査委託費  

 ・資料購入作成費 ・要請陳情等活動費 ・会議費 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動費  

・広報紙（誌）発行費 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成管理費 ・政策広報費 ・会費  

 

活 動 内 容    ○○○団体主催の「○○○」の参加会費 

政務活動費支出額      １０，０００ 円 

支  払  先    ○○○団体 

備   考  （按分等） 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※領収書は重ねて貼付しないこと。重なる場合は別紙に貼付する。 

 

 

                

領収書 
 

                     令和○年○月○日  
  ○○○ 様 

 

             金１０，０００円 

 

  但し、○○○会費として 

                      ○○○団体 印                   

 政務活動費充当額を記載する。 

 按分率1/2、1/4、合理的な割合等を記載する。 

記入例 
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        年度 政務活動費支払証明書     Ｎo.      

 

 

 

 支 払 日 

 

      年   月   日 （  ） 

 

 支 出 項 目 

 （○で囲む） 

 

 

 ・人件費 ・事務所費 ・事務費 ・交通費 ・視察研修費 ・調査委託費 

 ・資料購入作成費 ・要請陳情等活動費 ・会議費 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動費 

 ・広報紙（誌）発行費 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成管理費 ・政策広報費 ・会費 

 

 活 動 内 容 

 

 

 

政務活動費支出額 

 

                     円               

 

 支 出 内 容 

 

 

 

 支 払 先 

 

 

 

 領 収 書 が 

 な い 理 由 

 

 

 

 

 

 

 

      上記のとおり支払ったことを証明します。 

 

 

                   年   月   日 

 

                             会派・議員名                                     印 

 

 

会派確認欄 

経理責任者名                       印 

会派代表者名                       印 

 

様式 
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       令和○○年度 政務活動費支払証明書     Ｎo. ○   

 

 

 

 支 払 日 

 

   令和○○ 年 ○ 月 ○ 日 （金） 

  

 支 出 項 目 

 （○で囲む） 

 

 

 ・人件費 ・事務所費 ・事務費 ・交通費 ・視察研修費 ・調査委託費 

 ・資料購入作成費 ・要請陳情等活動費 ・会議費 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動費 

 ・広報紙（誌）発行費 ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成管理費 ・政策広報費 ・会費 

 

 活 動 内 容 

 

  ○○関する調査に要した交通費 （調査先：○○○） 

 

政務活動費支出額 

 

  ５００ 円               

 

 支 出 内 容 

 

  バス賃（○駅～○停）２５０円×２ 

 

 支 払 先 

 

   ○○バス 

 

 領 収 書 が 

 な い 理 由 

 

 

 バス賃のため領収書なし   

 

 

 

 

      上記のとおり支払ったことを証明します。 

 

 

             令和○○年 ○ 月 ○ 日 

 

                             会派・議員名       ○ ○  ○ ○         印 

 

 

 

 

 

 

 

 会派確認欄 

経理責任者名   ○ ○ ○ ○             印 

会派代表者名    ○ ○ ○ ○             印 

 

記入例 
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政務活動費収支状況報告書 

（    年度第 四半期）  

 

                    会派の名称              
 

 

 １ 収  入                         （単位：円） 

項 目 収     入     額 

第 四半期より繰越し  

第 四半期政務活動費  

合 計  

 

 ２ 支  出 

分類 経    費 支     出     額    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政
務
活
動
補
助
費 

人 件 費  

事 務 所 費  

事 務 費  

交 通 費  

調
査
・
政
策
立
案
費 

視 察 ・ 研 修 費   

調 査 委 託 費  

資料購入・作成費  

要請陳情等活動費  

会 議 費  

グループ活動 費   

広
報
広
聴
活
動
費 

広報紙（誌）発行費  

ホームページ作成・管理

費 
 

政 策 広 報 費  

会 費  

 合 計  

     

 ３ 残  余 

第 四半期へ繰越し  

 

様式 
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政務活動費収支状況報告書 

（令和○○年度第○四半期）  

 

                    会派の名称  ○○○○○○○○○○  
 

 

 １ 収  入                         （単位：円） 

項 目 収     入     額 

第△四半期より繰越し ５０６，５００ 

第○四半期政務活動費 ４，５００，０００ 

合 計 ５，００６，５００ 

 

 ２ 支  出 

分類 経    費 支     出     額    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政
務
活
動
補
助
費 

人 件 費 ４２０，０００ 

事 務 所 費 ６７２，０００ 

事 務 費 １３２，０００ 

交 通 費 １７７，０００ 

調
査
・
政
策
立
案
費 

視 察 ・ 研 修 費  ５９０，０００ 

調 査 委 託 費 ７２０，０００ 

資料購入・作成費 ９４，０００ 

要請陳情等活動費 ５７，０００ 

会 議 費 １５３，０００ 

グループ活動 費  ４５７，５００ 

広
報
広
聴
活
動
費 

広報紙（誌）発行費 ４８８，０００ 

ホームページ作成・管理

費 
１０６，０００ 

政 策 広 報 費 ２６８，０００ 

会 費 １２６，０００ 

 合 計 ４，４６０，５００ 

     

 ３ 残  余 

第□四半期へ繰越し ５４６，０００ 

 

記入例 
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 参考様式                        
年  月  日   

 

 所属議員各位 

                        会派名 

                        代表者名       印 
 

政務活動依頼書 
 

 

 政務活動を下記のとおり依頼します。 
 

記 

１ 調査内容 

  茨城県の県政に関する政務活動で、次に例示する分野に関するもの 
 

 （１）教育                  （８）環境 

 （２）文化・スポーツ        （９）まちづくり 

 （３）暮らしと住まい        （10）道路・交通 

 （４）福祉・人権            （11）防災・安全 

 （５）健康・医療            （12）計画・財政・税 

 （６）雇用・労働            （13）その他県政・県議会の重要課題 

 （７）経済・産業 
 

２ 依頼期間 

      年  月  日 から  年  月  日まで 
 

３ その他 

 （１）政務活動費の充当に当たっては、茨城県政務活動費の交付に関する条例 

   第２条第２項及び別表に規定する経費の範囲に従うこと。 

 （２）各所属議員の事務所については、会派の地域支部として位置づけ、会派 

   の政務活動のために使用するものとする。 

 （３）その他不明な点は、会派代表者との協議により決定する。 
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  記入例                     
令和○○年○○月○○日 

 

所属議員各位 ※1 

                        会派名  ○○○○○○ 

                        代表者名 ○△ ○△ 印 
 

政務活動依頼書 
 

 

 政務活動を下記のとおり依頼します。 
 

記 

１ 調査内容 

  茨城県の県政に関する政務活動で、次に例示する分野に関するもの 
 

 （１）教育                  （８）環境 

 （２）文化・スポーツ        （９）まちづくり 

 （３）暮らしと住まい        （10）道路・交通 

 （４）福祉・人権            （11）防災・安全 

 （５）健康・医療            （12）計画・財政・税 

 （６）雇用・労働            （13）その他県政・県議会の重要課題 

 （７）経済・産業 
 

２ 依頼期間 

  令和○○年 ４月 １日 から 令和○○年 ３月３１日まで 
 

３ その他 

 （１）政務活動費の充当に当たっては、茨城県政務活動費の交付に関する条例 

   第２条第２項及び別表に規定する経費の範囲に従うこと。 

 （２）各所属議員の事務所については、会派の地域支部として位置づけ、会派 

   の政務活動のために使用するものとする。 

 （３）その他不明な点は、会派代表者との協議により決定する。 
 

※1 あて先は、「○○ ○○様」など、各個人宛てでもよい。 
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○

○
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収
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収
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例
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ふりがな 生　年　月　日

氏　　　　　名 　　　　　年　　　　月　　　　日生

現　　住　　所 電話

雇用（従事）期間

就業（従事）場所

職　務　内　容

休　　　　　　日

給与（費用負担）

給与支給日
（支払方法）

給与振込先

　　　年　　　　月　　　　日

　　　　雇 用 者（会派又は議員）
（協定の場合は従事者の雇用主）

　　　　　　　　　　　　印

被雇用者（従事者）
（協定の場合は従事先会派又は議員）

　　　　　　　　　　　　印

雇　用　契　約　書　（職員従事協定書）

　　　　下記の条件で契約します。

　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　から　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　契約書（協定書）は２通作成し、双方が各１通を保管する。

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。
又は従事協定の場合は、従事の取扱いについて従事者と従事先間において協議の上定めるものとする。

就　業　時　間
（休憩時間）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

午前・午後　　　　時　　　　分　　　から　　　午前・午後　　　　　時　　　　分　　　まで

参考様式
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ふりがな ○○○○　　　○○○○ 生　年　月　日

氏　　　　　名 ◎　◎　　△　△ 　昭和○○年　　○月　　○日生

現　　住　　所 水戸市○○○１－２－３ 電話　０２９－○○○－■■■

雇用（従事）期間

就業（従事）場所

職　務　内　容

休　　　　　　日

給与（費用負担）

給与支給日
（支払方法）

給与振込先

　　　年　　　　月　　　　日

　　　　雇 用 者（会派又は議員）
（協定の場合は従事者の雇用主）

　　　　　　　　　　　　印

被雇用者（従事者）
（協定の場合は従事先会派又は議員）

　　　　　　　　　　　　印

　　　　契約書（協定書）は２通作成し、双方が各１通を保管する。

○○銀行　　○○支店　　普通　　口座番号　１２３４５６７

上記契約期間満了をもって本契約を解消する。
又は従事協定の場合は、従事の取扱いについて従事者と従事先間において協議の上定めるものとする。

就　業　時　間
（休憩時間）

（　休憩時間は１２時００分から１時００分まで）

午前・午後　　９時　００　分　　　から　　　午前・午後　　　５時　　３０分　　　まで

　　　土・日・祝日・年末年始

　　　月額　　　　　○○○,○○○円

　毎月　　○○　日締切り　　　　□□　日支払い
（当月分を翌月１０日に従事元が従事先に請求し、従事先は速やかに従事元の指定口座
に支払う。

雇　用　契　約　書　（職員従事協定書）

　　　　下記の条件で契約します。

令和○○年　　○月　　△日　　　　　　　　から　　　　令和○○年　　○月　　□日

水戸市△△△４－５－６　　　　　○○事務所

政務活動補助事務等

記入例
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氏　　　　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

※専ら政務活動に従事する場合は、全額充当できるものとする。

給与月額（円）　×　政務活動の割合（又は1/2）＝　　政務活動費充当額

日 曜日 業　　務　　内　　容

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

政務活動費勤務実績表

年　　　月分

勤　　務　　時　　間

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

参考様式
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氏　　　　　名 ○　　○　　　　　○　　○

1 月 政務活動（広報紙編集作業）

2 火 政務活動（要望事項の調査）

3 水 政務活動（資料収集）

4 木 政務活動（広報紙編集作業）

5 金 政務活動（調査資料作成）

6 土

7 日

8 月 政務活動（広報紙配送作業）

9 火 政務活動（会派○○会議資料作成）

10 水 政務活動（会派○○会議準備）

11 木 政務活動（要望事項調査）

12 金 政務活動（政調会資料作成）

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

※専ら政務活動に従事する場合は、全額充当できるものとする。

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

～

～

～

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

～

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

～

～

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

政務活動費勤務実績表

令和○○年　○月分

勤　　務　　時　　間

給与月額（円）　×　政務活動の割合（又は1/2）＝　　政務活動費充当額

日 曜日 業　　務　　内　　容

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

～

～

９：００～１７：３０

※政務活動の業務内容を簡潔に記入し
てください。

なお、政務活動以外の活動が混在する
場合は按分して下さい。

記入例
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。

- 60 -



年　月　日

場　　　　所

相　手　方

参加者氏名

活　動　内　容
（具体的に記入）

行　　　先 交通機関等 区　　　間 金　　　額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

備　　　考

　※この活動記録簿には、①政務活動のために管外出張したとき、②会派、議員が主催する会議を行ったとき、

　　 ③政務活動に係る会合で飲食のあったとき、④広報活動を行ったとき、⑤委託調査を行ったときなどの際に

　　必要な内訳等を記載してください。

活　動　記　録　簿

上記活動に
要した経費

会派・議員名　

　宿泊費

内訳：

内訳：

交
通
費

内訳：

　合　　　　　　計

内訳：

内訳：

　会費

　飲食費

　資料購入費

　その他

参考様式
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年　月　日

場　　　　所

相　手　方

参加者氏名

活　動　内　容
（具体的に記入）

調　査　先 交通機関等 区　　　間 金　　　額

○○県議会 ＪＲ 水戸～○○ ○○、○○○円

タクシー ○○駅～○○県庁 ○、○○○円

○○センター タクシー ○○県庁～現地 ○、○○○円

円

円

円

24,000 円

4,000 円

円

円

円

○○、○○○円

備　　　考

　※この活動記録簿には、①政務活動のために管外出張したとき、②会派、議員が主催する会議を行ったとき、

　　 ③政務活動に係る会合で飲食のあったとき、④広報活動を行ったとき、⑤委託調査を行ったときなどの際に

　　必要な内訳等を記載してください。

　その他

交
通
費

内訳：12、000×2

内訳：2、000×2名　飲食費

　資料購入費

　会費

活　動　記　録　簿

○○○議会、執行部担当課　　　　　　　　　　　（※ 調査先等の相手方を記入する）

上記活動に
要した経費

会派・議員名 　○ ○　○ ○

　宿泊費

　合　　　　　　計

令和○○年○○月○○日　　～　令和○○年○○月○○日

内容：

○○○県　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※ 調査先等の場所を記入する）

内容：

内訳：

○○太郎、○○次郎　　　　　　　　　　　　　　　（※ 調査者名を記入する）

　
○○県における、環境政策の取り組みについて調査。
○○県△△センターの視察

記入例

※ 具体的な調査内容等を記載してください。
調査報告書等活動内容が確認できる資料があれば
添付してください。
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参
考

様
式

月
分

会
派

・
議

員
名

月
日

曜
日

行
先

（
住

所
、

施
設

名
等

）
活

動
内

容
走

行
距

離
(K

m
)

按
分

割
合

政
務

活
動

費
支

出
額

合
計

自
家

用
車

利
用

記
録

簿
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記
入

例

○
月

分
会

派
・
議

員
名

　
　

△
△

会
派

　
　

○
○

　
○

○

月
日

曜
日

行
先

（
住

所
、

施
設

名
等

）
活

動
内

容
走

行
距

離
(K

m
)

按
分

割
合

政
務

活
動

費
支

出
額

○
□

○
○

市
□

町
地

先
　

○
○

○
に

つ
い

て
の

現
況

調
査

2
3

1
6
4
4
円

○
～

○
○

□
～

□
△

△
県

○
市

　
（
△

△
県

○
○

施
設

ほ
か

）
　

○
○

施
設

視
察

及
び

○
○

事
業

の
調

査
2
7
0

1
/
2

3
,7

8
0
円

合
計

4
,4

2
4
円

自
家

用
車

利
用

記
録

簿
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

往
復

の
走

行
距

離
を

記
入

す
る

。

走
行

距
離

に
端

数
が

あ
る

場
合

端
数

は
切

り
捨

て
と

す
る

。

専
ら

政
務

活
動

の
場

合
は

１
を

、
政

務
活

動
以

外
の

活
動

が
混

在
す

る
場

合
は

合
理

的
な

割
合

又
は

１
/
２

、
１

/
４

の
按

分
割

合
を

記
入

す
る

。

政
務

活
動

費
で

支
出

す
る

金
額

を
記

入
す

る
。

（
端

数
は

切
り

捨
て

と
す

る
。

）
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参
考

様
式

月
分

会
派

・
議

員
名

②
料

金

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

合
計

政
務

活
動

費
支

出
額

（
円

）
（
①

×
2
8
円

＋
②

）
×

③

　
　

　
　

自
家

用
車

利
用

記
録

簿
 （

自
宅

・
議

事
堂

（
県

庁
）
往

復
）
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

高
速

道
路

利
用

区
間

月
日

曜
日

行
先

（
○

で
囲

む
）

活
動

内
容

①
走

行
距

離
(K

m
)

③
按

分
割

合
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記
入

例 ○
月

分
会

派
・
議

員
名

　
　

△
△

会
派

　
　

○
○

　
○

○

②
料

金

○
/
○

□
議

事
堂

　
・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

　
○

○
に

つ
い

て
の

知
事

へ
の

要
望

活
動

2
0
4

境
古

河
⇔

茨
城

町
東

5
,1

8
0

1
1
0
,8

9
2
円

○
/
○

□
議

事
堂

　
・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

　
議

案
等

説
明

会
（
内

示
会

）
出

席
2
0
4

境
古

河
⇔

茨
城

町
東

5
,1

8
0

1
1
0
,8

9
2
円

○
/
○

□
議

事
堂

　
・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

　
○

○
○

に
つ

い
て

○
○

課
か

ら
聞

き
取

り
2
0
4

境
古

河
⇔

茨
城

町
東

5
,1

8
0

1
/
2

5
,4

4
6
円

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

議
事

堂
　

・
　

県
庁

舎
　

・
　

県
警

本
部

⇔

合
計

6
1
2

1
5
,5

4
0

2
7
,2

3
0
円

政
務

活
動

費
支

出
額

（
円

）
（
①

×
2
8
円

＋
②

）
×

③

　
　

　
　

自
家

用
車

利
用

記
録

簿
 （

自
宅

・
議

事
堂

（
県

庁
）
往

復
）
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

高
速

道
路

利
用

区
間

月
日

曜
日

行
先

（
○

で
囲

む
）

活
動

内
容

①
走

行
距

離
(K

m
)

③
按

分
割

合

専
ら

政
務

活
動

の
場

合
は

１
を

，
政

務
活

動
以

外
の

活
動

が
混

在
す

る
場

合
は

合
理

的
な

割
合

又
は

１
/２

，
１

/４
の

按
分

割
合

を
記

入
す

る
。

政
務

活
動

費
で

支
出

す
る

金
額

を
記

入
す

る
。

（
端

数
は

切
り

捨
て

と
す

る
。

）

打
合

せ
の

場
合

な
ど

は
相

手
方

を
記

載
す

る
。
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令和○○年度政務活動実施成果報告書 

 
                     会派・議員名             

政務活動の主な内容、成果等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ 年度終了後３０日以内に提出してください。 
※ この報告書は、議会ホームページに掲載します。 

参考様式 
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令和○○年度政務活動実施成果報告書 

 
                     会派・議員名 ○○○○○○      

政務活動の主な内容、成果等 
 
 実施した政務活動について、テーマごとに具体的な活動内容とその成果を記入して 
ください。 
 
（例） 
 ・災害対策（地震・洪水等）について 
   １ 目的 
     ○○県における災害対策（地震・津波）に係る先進的な取組について、内容 
    を聴取し、意見交換や現地調査を行い、今後の県政への提言につなげる。 
   ２ 活動時期 
     令和○○年△月～□□月 
   ３ 主な訪問（活動・調査）先 
     ○月○日：○○地震での被災地域（○○県庁、○○県議会、○○県□□市） 
     △月△日：○○大学 ◇◇教授研究室 
   ４ 活動内容 
     ○○地震での被災地域を視察し、地震・津波被害の状況を調査するとともに 
    当時の県、県議会及び市での対応についての聞き取りを行うとともに、復興計 
    画や予算措置等についての意見交換を行った。 
     また、大学教授との意見交換を行い、地震・津波被害の特性を学ぶとともに、 
    有効な防災・減災対策についてのレクチャーを受けた。 

     ※ 必要に応じて、調査時の様子の写真を挿入することが望ましい。 

   ５ 成果等 
     本県においては、○○県と比べ地形や地域の実情が異なるものの、今回の調 
    査において○○対策は共通するものがあり、効果的と思われることから○年◇ 
    月の定例会において、一般質問を行うとともに、政策条例として○○条例を制 
    定し、県の防災対策予算の充実を図ることができた。 
 
 ・○○について 
   １ 目的 
     ・・・・・・ 
   ２ 活動時期 
     ・・・・・・ 
   ３ 主な訪問（活動・調査）先 
     ・・・・・・ 
   ４ 活動内容 
     ・・・・・・ 
   ５ 成果等 
     ・・・・・・ 

 
※ 年度終了後３０日以内に提出してください。 
※ この報告書は、議会ホームページに掲載します。 

記入例 
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参考様式

から まで

※ 本県行政との関係、想定している成果(議会活動への反映方法)に

ついて必ず記載すること

＜日程・訪問先・内容＞

※ 訪問先の機関名、訪問時間、意見交換の相手方、視察や意見交換の内容、

宿泊先等を簡潔に記載すること。（分量により別紙としても差し支えない）

　別紙のとおり

※ 旅行会社等の発行した経費の内訳が分かる書類を添付すること。

会派チェック欄

□

□

□

□

□

・行程や実際の内容は、視察目的と整合しているか。また、意見交換等の調査研究活動が実
際に行われているか。

経理責任者確認印・行程に一般的な観光名所が含まれていないか。(観光している場合は按分
しているか、観光でない場合は現地での活動が適切なものか）

・旅費は高額ではないか（宿泊費の充当額は上限の範囲内か。過度に豪華な
移動手段を用いていないか）。また、食事代が含まれている場合は政務活動
との関連が明らかにされているか。

・多人数（会派所属議員の多数）が参加していないか。多数の議員が参加し
ている場合は、各議員の参加の必要性について整理されているか。

・視察の目的が調査研究活動（議会活動又は県行政）と合理的関連性があるか。

経　費

視　察　等　実　施　計　画　書

会派・議員名

年　　月　　日 年　　月　　日

※多数の場合は別添としても可。

実施年月日

場　所

参加者

目　的

視察の
概　要
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参考様式

から まで

※ 視察等実施計画書から変更がない場合は「視察等実施計画書と同じ」

と記載すること。

＜日程・訪問先・内容＞

※ 訪問先の機関名、訪問時間、意見交換の相手方、視察や意見交換の内容

等について、視察の目的が達成できるものであったことが分かるように

具体的に記載すること。（分量により別紙としても差し支えない）

＜結果・成果等＞

※ 視察等による所感だけでなく、議会活動（条例案策定、質問等）への

反映などの成果について、予定も含めて具体的に記載すること。

　別紙のとおり

※ 旅行会社等の発行した経費の内訳が分かる書類を添付すること。

自己負担がある場合は、対象経費や按分についても明示すること。

会派チェック欄

□

□

・報告書は作成されているか。また、内容が単なる感想に留まっていない
か。

・議会活動(質問等)に反映しているか。

経理責任者確認印

成果等

参加者 ※多数の場合は別添としても可。

目　的

視察の
概　要

経　費

場　所

視　察　等　実　施　報　告　書

会派・議員名

実施年月日 年　　月　　日 年　　月　　日
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○会派が整理保管する証拠書類等について  
    
１ 収支報告書及び領収書等の関係  
 (1)収支報告書（P43,44 参照） 

 (2)政務活動費領収書等貼付用紙の正本（P45,46 参照（領収書等の原本が貼付し  

てあるもの））  
 (3)政務活動費支払証明書の正本（P47,48 参照）  
 (4)収支状況報告書（P49,50 参照）  
 
２ 会計帳簿関係  
 (1)会計帳簿（P53,54 は参考様式であり、会派の様式や市販の会計帳簿等を利用  

しても差し支えない。）  
 
３ 証拠書類等関係  

経費の範囲     整理保管する証拠書類等の例示 

①人件費 

 

雇用契約書（職員従事協定書）（P55,56）、政務活動費勤

務実績表（P57,58 参照） 

②事務所費 賃貸契約書等 

③事務費 事務機リース等の契約書、備品台帳（5 万円以上の備品） 

④交通費 自動車リース契約書、自家用車利用記録簿 

⑤視察・研修費 

 

視察・研修等の案内通知等（主催の場合、他団体主催の場

合）、活動記録簿（P61,62）、視察等実施計画書（P69）、

視察等実施報告書（P70） 

⑥調査委託費 委託契約書 

⑦資料購入・作成費 契約書 

⑧要請陳情等活動費 活動記録簿（P61,62） 

⑨会議費 会議の案内通知等、活動記録簿（P61,62） 

⑩グループ活動費 グループ等の会則・規約等、活動記録簿（P61,62） 

⑪広報紙発行費 作成委託契約書等、保存用の広報紙１部 

⑫ホームページ作成 

 ・管理費 

作成委託契約書等 

 

⑬政策広報費 活動記録簿（P61,62） 

⑭会費 会合の案内通知等、活動記録簿（P61,62） 

 
４ その他  
 (1)政務活動依頼書（P51,52 参照）  
    （※会派から所属議員に包括的な委託を行っておくことが望ましい。）  
 (2)政務活動実施成果報告書（P67,68 参照）  
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○地方自治法（抄） 

 

第 100 条 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査 

研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における 

 会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合におい 

 て、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費 

 を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところに 

 より、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものと 

 する。 

16 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努め 

 るものとする。 
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茨城県政務活動費の交付に関する条例 

 
(趣旨) 

第１条 この条例は，地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 100 条第 14 項から第 16 項まで
の規定に基づき，議会の議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部と
して，議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるもの
とする。 
(政務活動費を充てることができる経費の範囲) 

第２条 政務活動費は，会派又は議員が実施する調査研究，研修，広報広聴，要請陳情，住
民相談，各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し，県政に反映させる活動
その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」という。）に要する
経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は，別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。 
(交付対象) 

第３条 政務活動費は，議会の会派(所属議員が１人であるものを含む。以下「会派」という。)
に対し交付するものとする。 
(交付額及び交付の方法) 

第４条 各会派に対し交付する政務活動費の月額は，300,000 円に当該会派の所属議員の数
を乗じて得た額とする。 

２ 前項の所属議員の数は，月の初日における数による。 
３ 月の途中において議員の任期満了，辞職，失職，死亡若しくは除名，議員の所属会派か
らの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属
する月の政務活動費の交付については，これらの事由が生じなかったものとみなす。一の
会派が他の会派と合併し，又は会派が解散した場合も同様とする。 

４ 各会派の所属議員の数の計算については，同一議員について重複して行うことができな
い。 
(会派の届出) 

第５条 議員が会派を結成し，政務活動費の交付を受けようとするときは，代表者及び政務
活動費経理責任者を定め，当該会派の代表者は，会派結成届を議会の議長(以下「議長」と
いう。)に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により提出した会派結成届の内容に異動が生じたときは，当該会派の代表者
は，会派異動届を議長に提出しなければならない。 

３ 会派を解散したときは，当該会派の代表者であった者は，会派解散届を議長に提出しな
ければならない。 
(会派の知事への通知) 

第６条 議長は，前条の規定による会派結成届，会派異動届又は会派解散届の提出があった
ときは，速やかに知事に通知しなければならない。 
(交付決定) 

第７条 知事は，前条の規定による通知があったときは，当該通知に係る会派に係る政務活
動費の交付の決定を行い，当該会派の代表者に通知しなければならない。 
(交付) 

第８条 知事は，毎四半期の最初の月に，当該四半期分の政務活動費を交付するものとする。
ただし，一四半期の途中において議員の任期が満了する場合は，任期が満了する日の属す
る月までの月数分の政務活動費を交付する。 

２ 一四半期の途中において，新たに会派が結成されたときは，第５条第１項の規定による
会派結成届の提出があった日の属する月の翌月分以降の政務活動費を当該会派に交付す
る。 

３ 一四半期の途中において，会派の所属議員の数に異動が生じた場合において，当該会派
に既に交付した政務活動費については，その異動が生じた日の属する月の翌月分から調整
する。 
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４ 一四半期の途中において，会派が合併又は解散により消滅した場合において，当該会派
に既に交付した政務活動費については，当該会派の代表者であった者は，当該消滅した日
の属する月の翌月分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。 
（実費支出の原則等) 

第９条 政務活動費に係る支出額は，政務活動に資するための必要な経費の実費とする。た
だし，議長が別に定めるものについては，実費に代えて，議長が定める方法により算定し
た額によることができる。 

２ 政務活動とそれ以外の活動が混在する場合は，その経費について按分による支出ができ
るものとし，必要な事項は議長が定めることができる。 
(収支報告書等) 

第 10 条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は，当該政務活動費に係る収入及び支出の
報告書(以下「収支報告書」という。)を，別に定める様式により，当該年度の終了した日
の翌日から起算して 30日以内に議長に提出しなければならない。 

２ 前項の収支報告書を提出するときは，政務活動費の支出に係る領収書その他の支出の事
実を証する書類の写し(以下「領収書等」という。)を併せて提出しなければならない。 

３ 会派が消滅した場合は，当該会派の代表者であった者は，第１項の規定にかかわらず，
当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」と
いう。)を，別に定める様式により，当該会派が消滅した日の翌日から起算して 30 日以内
に議長に提出しなければならない。 
(議長の調査及び透明性の確保) 

第 11 条 議長は，政務活動費の適正な使用を確保するため，前条の規定により収支報告書等
が提出されたときは，必要に応じ調査を行うとともに，使途の透明性の確保に努めるもの
とする。 
(茨城県議会政務活動費調査等審査会) 

第 11 条の２ 議長は，前条に規定する調査等に関し専門的見地からの意見を聴くため，議長
が選任する２人の学識経験を有する者をもって構成する茨城県議会政務活動費調査等審査
会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会は，前項に規定する意見を述べる場合において必要があると認めるときは，収支
報告書等に関し，検査を行うことができるものとする。 

３ 審査会は，前項に規定する検査を行う場合において，政務活動費の使用状況等の適切な
把握のため必要があると認めるときは，会派との意見交換等を行うことができるものとす
る。 

４ 審査会は，必要があると認めるときは，議長又は会派に対し，政務活動費に関する指導
及び助言をすることができるものとする。 

５ 審査会の構成員は，正当な理由なく，この条に規定する職責を果たす上で知り得た秘密
を漏らしてはならない。第１項の規定による選任が解かれた後も同様とする。 

６ 前各項に定めるもののほか，審査会の組織及び運営に関し必要な事項は，議長が定める。 
(返還) 

第 12 条 知事は，政務活動費の交付を受けた会派がその年度に交付を受けた政務活動費の総
額から，当該会派がその年度に行った政務活動費に係る支出(第２条に規定する政務活動費
を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余があ
る場合は，当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。 
(収支報告書等の保存及び閲覧) 

第 13 条 議長は，第 10 条の規定により提出された収支報告書等を，提出すべき期間の末日
の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も，議長に対し前項の収支報告書等(茨城県議会情報公開条例(平成 12 年茨城県条例
第 87 号)第７条に規定する不開示情報を除く。)の閲覧を請求することができる。 
(委任) 

第 14 条 この条例に定めるもののほか，政務活動費の交付に関し必要な事項は，議長が定め
る。 

付 則 
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この条例は，平成 13 年４月１日から施行する。 
付 則(平成 14 年条例第 49 号) 

この条例は，公布の日から施行する。 
付 則(平成 21 年条例第 56 号) 

１ この条例は，平成 22 年４月１日から施行する。ただし，第１条の条例改正は，公布の日
から施行する。 

２ この条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の茨城県政務調査
費の交付に関する条例の規定は，平成 22 年４月１日以降に交付する政務調査費について適
用し，同日前に交付された政務調査費については，なお従前の例による。 
  付 則 

１ この条例は，地方自治法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 72 号）附則第１条た
だし書に規定する規定の施行の日から施行する。 

２ この条例による改正後の茨城県政務活動費の交付に関する条例（以下「新条例」という。）
の規定は，この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し，この条例の施行
の日前にこの条例による改正前の茨城県政務調査費の交付に関する条例（以下「旧条例」
という。）の規定により交付された政務調査費については，なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際，現に提出されている旧条例第４条の規定による会派の届出は，こ
の条例施行の日において新条例第５条の規定により提出された会派の届出とみなす。 

４ 茨城県議会基本条例（平成 24 年茨城県条例第 90 号）の一部を次のように改正する。 
第 16 条の見出しを「（政務活動費）」に改め，同条第１項中「政務調査費」を「政務活 

動費」に，「調査研究」を「調査研究その他の活動」に，「茨城県政務調査費の交付に関す 
る条例」を「茨城県政務活動費の交付に関する条例」に改め，同条第２項中「茨城県政務調 
査費の交付に関する条例」を「茨城県政務活動費の交付に関する条例」に，「政務調査費」 
を「政務活動費」に改める。 
   付 則 
１ この条例は，平成 28 年４月１日から施行する。 
２ この条例による改正後の茨城県政務活動費の交付に関する条例の規定は，平成 28 年４月 
1 日以降に交付する政務活動費について適用し，同日前に交付された政務活動費について 
は，なお従前の例による。 
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別表 会派に交付する政務活動に要する経費（第２条関係) 

分類 経費 内容 

政
務
活
動
補
助
費 

人件費 会派又は議員が政務活動のため雇用する職員及び臨時職員
等に要する経費 

事務所費 会派又は議員が政務活動のため設置する事務所の設置及び
維持に要する経費 

事務費 会派又は議員が政務活動のため設置する事務所における事
務運営に要する経費 

交通費 会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費，宿泊費
等の経費 

調
査
・
政
策
立
案
費 

視察・研修費 会派又は議員が政務活動のため行う視察・研修・講演会等
（共同開催を含む。）に要する経費又は他団体等が主催す
る視察・研修・講演会等への議員等の参加に要する経費 

調査委託費 会派又は議員が政務活動のため行う外部団体等への調査研
究委託に要する経費 

資料購入・作成費 会派又は議員が議会審議や政務活動のため行う図書等の購
入，利用等及び資料作成に要する経費 

要請陳情等活動
費 

会派又は議員が政務活動のため行う要請陳情活動，住民相
談等に要する経費 

会議費 会派又は議員が政務活動のため開催する会議，住民相談会
等に要する経費 

グループ活動費 会派又は議員が政務活動のため行う県政に関連する議員連
盟活動等に要する経費 

広
報
広
聴
活
動
費 

広報紙(誌)発行
費 

会派又は議員が政務活動のため行う広報紙(誌)等の作成・
発行に要する経費 

ホームページ作
成・管理費 

会派又は議員が政務活動のため行うホームページ・ブログ
等の作成・管理に要する経費 

政策広報費 会派又は議員が政務活動のため行う音声による広報広聴活
動に要する経費 

会費 会派又は議員が政務活動のため行う各種団体等が主催する
会合等への参加に要する経費 

 
 

- 76 -



 
茨城県政務活動費の交付に関する条例施行規程 

 
(趣旨) 

第１条 この規程は，茨城県政務活動費の交付に関する条例(平成 13 年茨城県条例第 35号。
以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。 
(会派結成届等) 

第２条 条例第５条に規定する会派結成届等は，様式第１号，第２号及び第３号によるもの
とする。 
(会派の知事への通知) 

第３条 条例第６条に規定する知事への通知は，様式第４号によるものとする。 
(交付決定及び交付) 

第４条 条例第７条に規定する通知は，様式第５号によるものとする。 
２ 一四半期の途中において，新たに会派が結成された場合において，条例第５条第１項の
規定による会派結成届の提出があった日が月の初日の場合は，当月分以降の政務活動費を
当該会派に交付する。 

３ 一四半期の途中において，会派の所属議員の数に異動が生じた場合において，当該会派
に既に交付した政務活動費については，その異動が生じた日が月の初日の場合は，当月分
から調整する。 

４ 一四半期の途中において，会派が合併又は解散により消滅した場合において，当該会派
に既に交付した政務活動費については，当該会派の代表者であった者は，当該消滅した日
が月の初日の場合は，当月分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。 
(支出額の算定) 

第５条 自動車を利用する場合の交通費の算定については，条例第９条第１項の規定により，
１キロメートルにつき 28 円とすることができる。 

２ 政務活動とそれ以外の活動が混在する場合には，合理的に説明できる割合によって，支
出額を按分するものとする。ただし，合理的に説明できる割合によって按分することが難
しい場合は，次の各号の按分割合を上限として算定するものとする。 
(1) 政務活動と政党活動や後援会活動等が混在する場合は，２分の１ 
(2) 政務活動と私的活動が混在する場合は，２分の１ 
(3) 政務活動と政党活動や後援会活動等及び私的活動が混在する場合は，４分の１ 
(収支報告書の様式等) 

第６条 条例第 10条の収支報告書は，様式第６号によるものとする。 
２ 議長は，条例第 10条の規定により提出された収支報告書の写しを，様式第７号により知
事に送付するものとする。 

（議長の調査等） 
第７条 議長は，政務活動費の適正な執行を確保するため，会派の代表者に対し，毎四半期 
ごとに政務活動費の収支状況報告書（様式第８号）の提出を求めるものとする。 

２ 議長は，前項の収支状況報告書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは， 
会派の代表者に対し，会計帳簿及び証拠書類等の提示を求めて調査することができるもの 
とする。 
(証拠書類等の整理保管) 

第８条 会派の政務活動費経理責任者は，政務活動費の支出について，会計帳簿を整理しそ
の内訳を明確にするとともに，証拠書類等を整理保管し，これらの書類を当該政務活動費
の収支報告書の提出期間の末日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならな
い。 
(収支報告書等の閲覧) 

第９条 条例第 13 条第２項の規定による収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」と
いう。)の閲覧は，当該収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して 60 日を
経過した日の翌日からすることができる。 

２ 条例第 13 条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は，議会事務局長が指定する場所
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で，職員の勤務時間中にしなければならない。 
付 則 

この規程は，平成 13 年４月１日から施行する。 
付 則 

１ この規程は，平成 22 年４月１日から施行する。 
２ この規程による改正後の茨城県政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は，平成
22 年４月１日以降に交付する政務調査費について適用し，同日前に交付された政務調査費
については，なお従前の例による。 

付 則 
１ この規程は，平成 23 年４月１日から施行する。 
２ この規程による改正後の茨城県政務調査費の交付に関する条例施行規程の規定は，平成
23 年４月１日以降に交付する政務調査費について適用し，同日前に交付された政務調査費
については，なお従前の例による。 

付 則 
この規程は，茨城県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例（平成 24 年茨城

県条例第 94 号）の施行の日から施行する。 
   付 則 
１ この規程は，平成 28 年４月１日から施行する。 
２ この規程による改正後の茨城県政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は，平成
28 年４月１日以降に交付する政務活動費について適用し，同日前に交付された政務活動費
については，なお従前の例による。 

付 則 
この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

付 則 
この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 

- 78 -



 

茨城県議会政務活動費調査等審査会要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，茨城県政務活動費の交付に関する条例（平成 13年茨城県条例第 35号。

以下「条例」という。）第 11 条の２第６項の規定に基づき，茨城県議会政務活動費調査等

審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し，条例に定めるもののほか必要な

事項を定めるものとする。 

（審査会の組織） 

第２条 条例第 11 条の２第５項に規定する審査会の構成員（以下「委員」という。）の任期

は２年とし，補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 審査会に座長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

３ 座長は，審査会を代表し，会務を総理する。 

４ 座長に事故があるとき，又は座長が欠けたときは，座長があらかじめ指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審査会の会議は座長が招集する。 

２ 審査会の会議は，非公開とする。 

（検査） 

第４条 条例第 11条の２第２項に規定する検査（以下「検査」という。）は，条例第 10 条第

１項に規定する収支報告書の提出時に行うほか，茨城県政務活動費の交付に関する条例施

行規程（平成 13 年３月 23 日議長決裁。以下「規程」という。）第７条第１項に規定する収

支状況報告書の提出時に行うことができるものとする。 

２ 検査は抽出によるものとする。 

３ 審査会は，検査において，政務活動費の使用状況等の適切な把握のため必要があると認

めるときは，会派に対し，規程第８条に規定する会計帳簿及び証拠書類等の提示を求める

ことができるものとする。 

４ 審査会は，検査において，政務活動費の使用状況等の適切な把握のため，会派との意見

交換等に努めるものとする。 

（指導及び助言） 

第５条 議長又は会派は，政務活動費に関し，条例第 11 条の２第４項に規定する指導及び助

言（以下「指導及び助言」という。）を審査会に求めることができるものとする。 

２ 審査会は，議長又は会派に指導及び助言を行う場合において，政務活動費の使用状況等

の適切な把握のため必要があると認めるときは，会派との意見交換等を行うことができる

ものとする。 

（庶務） 

第６条 審査会の庶務は，茨城県議会事務局総務課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，審査会の運営に関し必要な事項は，座長が定める。 

付 則 

この要綱は，平成 28 年４月１日から施行する。 
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○公職選挙法（抄） 

 

（公職の候補者等の寄附の禁止）  

第 199 条の２ 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者（公職にある者

を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。）は、当該選挙区（選

挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。）内にある

者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただ

し、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に

対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及

するために行う講習会その他の政治教育のための集会（参加者に対して饗応接

待（通常用いられる程度の食事の提供を除く。）が行われるようなもの、当該

選挙区外において行われるもの及び第199条の５第４項各号の区分による当該

選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条におい

て同じ。）に関し必要やむを得ない実費の補償（食事についての実費の補償を

除く。以下この条において同じ。）としてする場合は、この限りでない。  

２ 公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附

については、当該公職の候補者等以外の者は、いかなる名義をもつてするを問

わず、これをしてはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対してす

る場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するため

に行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の

補償としてする場合は、この限りでない。 

３ 何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧

誘し、又は要求してはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその

支部又は当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘し、又は要求する場合

及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う

講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償と

してする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限りでない。 

４ 何人も、公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対す

る寄附については、当該公職の候補者等以外の者に対して、これを勧誘し、又

は要求してはならない。ただし、当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧

誘し、又は要求する場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策

を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し必要やむ

を得ない実費の補償としてする寄附を勧誘し、又は要求する場合は、この限り

でない。 
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